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条 文 解 説 

（まちづくり参画における市の責務） 

第１８条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、

年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づく

りの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。 

２ 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参画の拡充に努めなければならない。 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

まちづくりは、自主性及び自立性が尊重されるものであり、市として、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めることを

規定しています。また、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等への配慮を市の責務としています。 

＜第２項＞ 

さらに、行政運営の企画立案、実施及び評価について、それぞれの過程における市民参画について定めています。 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 

関連する各条例

の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・解説で

変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

■市民政策提案制度 

市民から、市政に関することや地域の課題などについ

ての創意工夫あるアイデア等を募集する制度。市民の問

題意識に即した事業を実施するとともに、まちづくりに

対する市民の当事者意識を醸成することを目的として

いる。 

平成 28 年 2 月に要綱を改正し、1 人でも提案できる

よう、要件を緩和した。 

平成 30 年 12 月時点で 5 件の応募があり、2 件を採択し

た。（令和 3 年度末廃止） 

≪第 2項関連≫ 

■総合計画審議会では、市内で活動する 6 団体から、そ

れぞれ 1 名の合計 6 名、公募市民 3 名を委員として迎

えており、計画立案及び進行管理等、市民参画の機会を

拡充している。 

 

 

（総務課） 

■公募市民等無作為抽出型登録制度 

 市政への市民参画の機会を創出し、多様な市民の意見

等を市政に反映させるため、公募市民の無作為抽出によ

る登録制度を実施している。 

 市民協働・人権、子育て・教育、環境・ごみ減量化、

福祉・健康・医療、行政経営・防災、生涯学習・スポー

ツ、景観・まちづくり、産業・観光の 8 分野に総計 1,301

名(H25.6～H27.6：284 名、H27.6～H29.6：349 名、

H29.6～H31.6：182 名、R1.6～R3.6：209 名、R3.6～

R5.6：277 名)の市民に登録いただいた。 

 令和 3 年度末までで、累計 45 の審議会等(ワークショ

ップ等を含む。)で当制度を活用し、累計 117 名の公募

市民を選出した 

 

 

（地域コミュニティ推進課） 

■参画と協働の指針策定(H25.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務課） 

・多くの方に登録いただいてい

るが、登録期間である 2 年の間、

一度も公募市民として審議会等

に参加していただけない場合が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生駒市人権擁護

に関する条例 

 

・生駒市男女共同

参画推進条例 

１ 内部の自己評価だ

けでは客観評価にな

らないので、市民参画

及び協働事業の全体

的な推進や達成状況

に関する 

評価システムが必要

であると考えます。 

 

（企画政策課） 

１ 総合計画の進行管理においては、担

当課での自己評価を行った後、市民団体

や公募市民が参画する総合計画審議会

において検証し評価している。 

特になし 

 

【条文・解説文に対する意見】 

・条文では「多様な主体がまちづくりに

果たす役割を重視」「権利の保障、拡大」

と踏み込んだ表記ですが、解説文が「配

慮」だけなので、やや弱い印象を受けま

す。「配慮した上で、等しくまちづくり

に参画する権利を保障する」等の表現に

した方が良いのではないかと思います。

（相川委員） 

 

【以下、企画政策課】 

・市民政策提案制度が廃止になった原因

は？代替措置はありますか？（相川委

員） 

 

・市民政策提案制度について、採択され

た 2 件はどんな提案？R3 度に廃止した

理由は？（中尾委員） 

 

・総合計画審議会での市民団体へのヒア

リングですが、選出された基準は何です

か？多面的に意見徴収ができるような

構成になっていますか？（正垣委員） 

 

【地域コミュニティ推進課】 

・前回の意見 3 の趣旨に沿った回答にな

っていますか？ 例えば都市計画課の

地域ワークショップ（ミライ会議）や地

域コミュニティ推進課が所管のワーク

ショップ（どのくらいの数や種別がある

か不明ですが）とはどのように連携又は

調整していますか？（相川委員） 

 

 

 

 

２ いきいき百歳体操

は、外出のきっかけや

集いの場にもなって

いて効果が出ている

と思います。今後も、

高齢者 

が住み慣れた地域で

健康で過ごせる仕組

み作りが必要である

と考えます。 

 

（地域コミュニティ推進課） 

２ 複合型コミュニティ（まちのえき）

づくり事業は、身近な拠点（自治会館・

公園等）で行われる様々な活動を通じ

て、あらゆる人が集う地域の居場所づく

りを推進する事業である。今後もこのよ

うな拠点を増やし、誰もが安心して暮ら

せるまちづくりを進めていく。 

 

３ まちづくりに関す

るワークショップが

増えていますが、でき

るだけ市内部の横の

連携のもと、統合して

実施してもらえれば

と思います。 

 

 

 

 

 

（地域コミュニティ推進課） 

３ 複合型コミュニティ（まちのえき）

づくり事業に係るプロジェクトチーム

を作り、庁内連携の仕組みを整えてい

る。また、地域未来人財育成事業におい

ては、ワークショップの発表会に各課の

職員にも参加してもらうことで、他課と

の連携のもと実施することができた。 

 

（市民活動推進センター） 

３学びと実践を繋ぐ市民活動創発プラ

ットホーム「BASE 生駒」では、新たな

アイデアを持った市民がそのアイデア

を実践に移すための場づくりを行って

いる。事業内容により他課との連携を進

めている。 

資料１ 
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 自治基本条例を補完する役割を担い、参画と協働の定

義、重要性、効果、協働の形態、協働に適した事業、協

働事業を実施する場合の留意点、参画と協働のまちづく

りを進めていくための今後の取組についての考え方を

記載。 

 策定の際には、市民自治推進会議（当時）及び委員会

での委員の意見を反映し、パブリックコメントを実施。 

 周知については、自治連合会全体集会での周知、らら

ポート登録団体等へ周知、職員への研修を実施。 

【第 2 章第 5 条・第 5 章第 14 条にも同様の記載有】 

 

（地域コミュニティ推進課） 

■参画と協働の事業調査 

毎年、庁内各課に対して、各所属で取り組んでいる

参画と協働の事業調査を行い、参画と協働の認識のも

と、事業を企画、実施してもらえるよう意識付けを行

っている。 

・H30年度：273件 

・R1年度：293件 

・R2年度：269件 

・R3年度：255件 

・R4年度：268件 

【第 2 章第 5 条・第 3 章 7 条にも同様の記載有】 

 

（地域コミュニティ推進課） 

■「参画と協働」の職員研修 

毎年、「参画と協働」の職員研修を実施し、職員の意

識高揚を図っている。 

・H30年度：50人（５級以下の職員） 

・R1年度：39人（５級以下の職員） 

・R2年度：全管理職 

・R3年度：34人 

・R4年度：46人（３級以下の職員） 

     43人（４級以上の職員） 

【第 2 章第 5 条・第 5 章第 17 条にも同様の記載有】 

 

（地域コミュニティ推進課） 

■ファシリテーション研修 

職員、自治会、ＮＰＯ関係者に対し、組織の活性化や

協働を推進するためのファシリテーション能力を養成

する。 

・H30 年度：36 人・R1年度：16 人 

・R2 年度：6人 

【第 2 章第 5 条にも同様の記載有】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域コミュニティ推進課） 

・新型コロナウイルス感染症感

染拡大の影響により開催中止が

相次いだ結果、開催件数が減少

したものの、現在は事業件数が

戻りつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（拠点形成課） 

３ ワークショップ等、市民の参画を伴

う事業推進に当たっては、関係各課が参

加する庁内検討会議等で、事前の情報共

有を行うなど、参集の趣旨やメンバーが

重複しないよう、連携を図りながら進め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拠点形成課→R6.4 から都市づくり推

進課拠点形成室に変更】※資料２に回答

を記載 

・拠点形成課ではどのようなワークショ

ップを行っているのですか？（相川委

員） 

 

・事前にメンバーが重複しないよう連携

を取るのは重要ですが、まちづくりに関

する様々なワークショップの場合、その

場で出た資料や概要については、まとめ

て地域に還元できていますか？ （相川

委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、地域コミュニティ推進課】 

・参画と協働の基本行動原則に関して

は、奈良市に学び、全部局対象の現況調

査と実態のカード化を進めることが望

ましい。（中川委員長） 

 

・「条例」と「参画協働」に関する研修

の全職員への徹底が望ましい。（中川委

員長） 

 

・「参画と協働」の職員研修について、

各階級に研修が終了した割合はどの程

度でしょうか。（清水委員） 

 

【地域コミュニティ推進課・人事課】 

・以前も質問しましたが、ファシリテー

ション研修の受講者が減っているのを、

どう考えていますか？ （とくに市民や

NPO の受講者の場合）研修を受けたこ

とがまちづくりにどう役立っています

か？ （実際のワークショップで受講生

が活躍できていますか？）（相川委員） 

 

・ファシリテーション研修は大切。毎年

実施すべき。（中尾委員） 
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（地域コミュニティ推進課） 

■ワークショップの開催 

市民自治協議会及び準備会や複合型コミュニティ（ま

ちのえき）づくりに取り組もうとする自治会に対して、

今後の地域のまちづくりを考えるワークショップを開

催。参加者間での課題共有や解決に向けた具体的な事業

提案に向けた検討を行った。また、地域未来人財育成事

業として、高校生を対象に地域でやってみたいことを企

画・実践するワークショップを行っている。 

【市民自治協議会】 

・やまびこネットワーク 

（壱分小学校区） 

 ・あいさつタウン・南ネットワーク 

   （生駒南・南第二小学校区） 

（準備会） 

 ・中地区健康まちづくり協議会 

   （生駒・桜ヶ丘小学校区） 

 ・鹿ノ台中学・小学校区防災協議会 

  （鹿ノ台小学校区） 

【複合型コミュニティ（まちのえき）づくり】 

※ワークショップに参加した自治会数 

R3：2自治会 

R4：6自治会 

R5：2自治会 

【地域未来人財育成事業】※参加高校生数 

  R3：11 人 

R4：17 人 

R5：13 人 

 

（市民活動推進センター） 

■市民活動創発プラットホーム「BASE 生駒」事業 

学びと実践を繋ぐ市民活動創発プラットホーム「BASE

生駒」を立ち上げ、新たなアイデアを持った市民がその

アイデアを実践に移すための場づくりを行っている。具

体的には「人々が自由に集い、交流できる場」としてら

らポートを拠点に地域にも出かけ、「知る・共感する・

動く・集まる・シェアする機会」を創出する。 

令和４年度実績  

講座等開催数 18 回 参加人数 187 人 

交流会等   2 回 参加人数 96 人 

新たに実践に繋がった事業数  1 事業 

【第７章第４２条にも同様の記載有】 

 

（農林課） 

■生駒市農業祭について、実行委員会段階から市民参加

で企画、立案している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農林課） 

■より市民主導で、市民の自主

性及び自立性を高めるよう取組

を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域コミュニティ推進課】 

・地域未来人材育成事業は、若い人たち

に、地域の一員であるということを自

覚、再認識してもらういい機会。3 年間

実施して、手応えは。（中尾委員） 

 

 

【地域コミュニティ推進課・市民活動推

進センター】※資料２に回答を記載 

・「まちのえき」事業も「BASE 生駒」

事業も市民がいきいきとまちづくりに

参加している様子が伝わってきて、とて

もいい事業だと思いました。 

運営会社はどこか委託されています

か？（正垣委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農林課】※資料２に回答を記載 

新規就農者を支援する取組はあります

か？新規就農者行政事業などにも関わ

り、行政事業にも関ってほしいと思いま

す。（正垣委員） 
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（農林課） 

■生駒市農業ビジョン推進懇話会では、策定段階から推

進まで市民参加で実施している。 

令和 5 年度からオブザーバーとして、市民 2 名を委員に

加えた。 

 

（商工観光課） 

■市外県外および外国人の誘客も視野に、市内の観光関

連事業者に向けたセミナーやワークショップを開催。受

入れ体制の整備と、事業者間の繋がりを推進している。

また、生駒市の観光に関する PR にも注力している。 

 

（商工観光課） 

■商工会議所・大学・観光協会・行政の四者が連携して

観光ツアーの企画検討を行っている。 

 

（地域包括ケア推進課） 

■介護予防教室（のびのび教室・脳の若返り教室・コグ

ニサイズ教室・エイジレスエクササイズ教室） 

市民ボランティアの協力を得ながら、65 歳以上の高齢

者を対象として、体操（のびのび教室）、脳のトレーニ

ング（脳の若返り教室）、脳トレと体操を同時に行う教

室（コグニサイズ教室）、有酸素運動と筋力トレーニン

グを組み合わせたアンチエイジング教室（エイジレスエ

クササイズ教室）を開催。 

（のびのび H30：5,920 人、R1：5,231 人、R2：1,751

人、R3：1,682 人、R4：2,075 人参加。脳の若返り教室

H30：2,588 人、R1：2,285 人、R2：1,793 人、R3：1,918

人、R4:2,122 人参加。コグニサイズ教室 H30：536 人、

R1：484 人、R2：169 人、R3：321 人、R4：414 人参

加。エイジレスエクササイズ H30：633 人、R1：686

人、R2：238 人、R3：248 人、R4：359 人参加。いず

れの教室も述べ人数） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■ひまわりの集い 

 住民ボランティア団体の協力を得て、65 歳以上の閉

じこもりがちで、孤食の状態にある高齢者の居場所を提

供するとともに、社会参加の機会を確保し、栄養や体力

づくりの知識の普及を図り、介護予防の啓発を行う。 

（H30：延べ 1,092 人 R1：延べ 866 人、R2：延べ 132

人、R3：延べ 370 人、R4：延べ 462 人参加） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■いきいき百歳体操 

週１回、定期的に仲間と集い、おもりを使った筋力ト

レーニングを行うことにより、健康寿命の延伸を図るこ

とを目的とするもの。 

（農林課） 

■農業者だけではなく、多様な

市民の意見を反映させる仕組み

作りが課題である。 

 

 

（商工観光課） 

■実施後に事業者同士の連携に

つなげるために、仕掛けが必要

である。 

 

 

（商工観光課） 

■実際に販売できる商品にする

ためには、専門家によるフォロ

ーが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、商工観光課】※資料２に回答を

記載 

・「市内の観光関連事業者」とは？ 

セミナーやワークショップは市が呼び

掛けたメンバーだけでクローズドで行

っておられるのですか？（相川委員） 

 

・同じく観光ツアーの企画検討は、どん

なメンバーでどのように行っておられ

るのですか？ ユニバーサル観光など

の視点は入っていますか？ 市民や

NPO との協働はどのように行われてい

ますか？（相川委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、地域包括ケア推進課】※資料２

に回答を記載 

・ひまわりの集い の記載人数は、ボラ

ンティア団体の協力者の人数でしょう

か？サービスを受けた参加者の人数で

しょうか（清水委員） 

 

 

 

・いきいき百歳体操は市内約 100 か所

で行われていて、この事業は介護予防・

高齢者の居場所づくり等成果が出てい

ると思います。事業の継続が今後の課題

となってくるかと思いますが、対策は考

えられていますか。（藤田委員） 
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（H30：74 教室、R1：77 教室、R2：89 教室、R3：92

教室、R4：99 教室） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■地域ねっとの集い 

サロン等地域で福祉活動をしているボランティアグ

ループが集い、互いの活動が地域に根をはり、互いにつ

ながりあい、ともに歩む活動となることを願い、情報交

換や交流会、研修会を実施し、ネットワークづくりをさ

らに推進する。（H30：68 人、R1：61 人、R2：0 人、

R3：34 人、R4：30 人参加） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■地域ボランティア講座 

 地域で介護予防・健康づくりに取り組んでいただける

人材の養成を行う。H29,H30 は老人クラブ連合会と協

働し、会員を対象に実施。 

（H30：延べ 443 人 R1：延べ 68 人、R2：延べ 0 人、

R3：延べ 74 人、R4：延べ 23 人参加） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■認知症高齢者声掛け訓練 

 認知症と思われる方を見かけた際の声掛けのロール

プレイングやグループワークなどを通じて、地域住民の

方にできることを知ってもらい、地域全体で認知症の方

を見守る体制づくりをするために実施。 

（H30：5 自治会 157 人、R1：7 自治会 203 人、R2：1

自治会 7 人、R3：1 自治会 24 人、R4：4 自治会 56 人

参加） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■認知症対策部会 

 市内の医療・介護関係者（医師、歯科医師、薬剤師、

訪問看護師、作業療法士、介護支援専門員、保健所、市）

で構成。①認知症の普及啓発、②認知症予防、③認知症

ケアの向上、④多職種連携、に関する事項について意

見・助言をいただく。（H30：4 回、R1：4 回、R2：4

回、R3：1 回、R4：1 回開催） 

 

（地域包括ケア推進課） 

■認知症支え隊養成講座 

通いの場への動向や電話連絡など、認知症の人やその

家族のちょっとした支えとなるボランティア「認知症支

え隊」を養成する。 

（H30：全 4 回延べ 96 人、R1：全 4 回延べ 109 人、

R2：全 3 回延べ 77 人、R3：3 回延べ 78 人、R4：6 回

延べ 112 人受講） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、地域包括ケア推進課】※資料２

に回答を記載 

・地域ねっとの集い・地域ボランティア

講座・認知症支え隊養成講座 について 

R３よりもR４が人数が減少している理

由はなんでしょうか（清水委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症高齢者声掛け訓練と認知症支え

隊養成講座の関連は？（前者が自治会対

象、後者は有志による外出同行支援とい

う理解でいいですか？）また「認知症支

え隊」として独自の活動はありますか？ 

実働メンバー数やフォローアップ体制、

今後の広げ方（どういう人たちをターゲ

ットにするのか）についても知りたいで

す。（相川委員） 
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（健康課） 

■いこま食育ラウンドテーブル 

育児サークル、PTA や健康づくり推進員等の市民団体、

生産流通業者、保健所職員等で構成。食育基本法第 18

条に基づく市町村食育推進計画である第 3 期生駒市食

育推進計画の状況の把握・検証、食育の実践に向けた具

体的な取組みについて検討・調整を行っている。 

 

（健康課） 

■いこま食育ネットワーク（H30） 

 第 3 期生駒市食育推進計画に基づき、食育に関する活

動を行う団体や個人及び事業者等と食育情報を必要と

している団体や個人との情報交換や連携を図り、食育に

関する啓発、情報提供及び食育活動への支援を行うこと

により、家庭、地域、事業者等における食育の普及、推

進を図っている。 

 

（地域医療課） 

■生駒市病院事業推進委員会 

病院事業計画、指定管理者と締結する病院の管理に関す

る協定、病院事業の運営状況の改善について、市長の諮

問に応じ、本市の病院事業に関する事項を調査審議して

いる。（公募市民含む） 

 

（地域医療課） 

■生駒市立病院管理運営協議会 

生駒市立病院の管理運営に関し、生駒市及び指定管理者

との間の管理運営に関する協議に市民等の意見を反映

させている。（公募市民含む） 

 

（土木課） 

■宝山寺参詣線修復整備事業 

本市を代表する歴史的景観を形成している宝山寺参詣

線は、近年、石段の不等沈下等の老朽化が進行している

ほか、沿道住民の高齢化に伴い、歩行者の安全確保及び

歴史的景観の復元が求められていたことから、複合的な

修復整備を計画的に行った。修復整備を行うにあたり、

設計段階から地元自治会等と協議を重ね、連携した。（工

事期間：平成 25 年度～平成 31 年度） 

 

（都市計画課） 

■地域ワークショップ（ミライ会議）の実施 

 地域ワークショップを２地区で計 9 回開催した。（平

成 30 年、令和元年） 

アンケート調査やワークショップにより、地域活動、地

域資源などの地域特性や地域住民の住まい方、暮らし方

など住民の意識を把握し、課題解決に繋がるアイデアを

実現するなど、まちづくりを地域住民と共に進めた。 

（健康課） 

・食育推進にあたり、市民の自

主性及び自立性を高めるため

に、引き続き取組みを進めてい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市計画課） 

・人々の暮らしの一番身近な生

活空間である「地域」での様々

な活動の活性化、それらの活動

に繋がる柔軟な空間活用を進め

ていくことが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画課→R6.4 から都市づくり推

進課に変更】※資料２に回答を記載 

・ミライ会議と他課のまちづくりワーク

ショップとはどのように連携していま

すか？（相川委員） 

 

・ミライ会議のアンケートや出された資

料などは、自治会や市民自治協議会、ま

ちのえき等の関係者や福祉関連のＮＰ

Ｏやボランティア、あるいは庁内でまち

づくりに係る担当部局と共有できてい

ますか？（相川委員） 
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（拠点形成課） 

■学研北生駒駅中心地区まちづくり事業計画会議 

 生駒市総合計画及び都市計画マスタープランで「地域

拠点」と位置付けている学研北生駒駅周辺地区につい

て、関係者(地権者･事業者･学識者･自治会など)ととも

に会議を開催し（計 6 回（令和 5 年 11 月末時点））、平

成 27 年度に策定した「学研北生駒駅中心地区まちづく

り構想」の実現にむけて、関係主体の連携・協力による

まちづくりを推進している。 

 

 

（拠点形成課） 

■学研北生駒駅北地区まちづくり 

・学研北生駒駅中心地区のうち、学研北生駒駅北地区に

おいて、令和 2 年 7 月に地権者組織であるまちづくり協

議会を設立、加入者は 25 名（加入率約 81％）となって

いる。（令和 5 年 10 月末時点）。 

・生駒市の北部地域の拠点及び学研高山地区の玄関口と

して、求められる都市機能の導入と周辺地域と一体的な

まちづくりを進めるなど、令和２年８月に策定されたま

ちづくり基本方針の実現に向けたまちづくりをまちづ

くり協議会と市が連携し、推進している。 

・まちづくり協議会は総会 2 回開催、運営委員 会 10

回開催（令和 5 年 11 月末時点） 

 

■生駒駅南口周辺地区まちづくり 

・生駒駅南口において、地域のストックを活かしたまち

づくりを行い、エリア価値や魅力を向上させる、にぎわ

いと趣ある都市拠点の形成を目的に、生駒駅南口周辺の

住民、事業者、大学、行政など公民の多様な関係者で構

成する「生駒駅南口エリアプラットフォーム（令和５年

２月発足）」において「生駒駅南口みらいビジョン（同

５月策定）」をとりまとめた。 

・みらいビジョン策定にあたっては、地域の関係者等が

参加するワークショップ（全 3 回開催、各回 20～38 名

の地域の関係者等が参加）や、アンケート調査等（計

553 名が回答）により、市民、エリア内の地権者等から

広く意見を募った。 

・みらいビジョンに基づき、公民連携で生駒駅南口周辺

の都市空間再編に向けた取組みを推進しており、今後、

求められる都市機能の整備及び立地誘導と、魅力あるま

ちなみ空間を形成するなど、歩きたくなるまちなか（ウ

ォーカブルな空間形成）の実現に繋げる。 

 

 

 

 

 

（拠点形成課） 

・まちづくり構想の実現に向け、

関係者に一層主体的に関わって

いただくことにより、協働によ

るまちづくりを進めていく必要

がある。 

 

 

 

 

 

（拠点形成課） 

・地権者、行政を中心に、事業

者等の関係者も一体となり、将

来的な周辺地域のエリアマネジ

メントも視野に入れた、意見交

換等を適宜実施しながら、まち

づくりを推進することが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拠点形成課→R6.4 から都市づくり推

進課拠点形成室に変更】※資料２に回答

を記載 

・生駒駅南口みらいビジョンの実現に向

けた社会実験事業では、どのような実証

実験が行われ、成果はどうでしたか？

（正垣委員） 
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（拠点形成課学研推進室） 

■学研高山地区第２工区のまちづくり 

・平成 29 年 11 月、地権者の意向集約・合意形成を図

り学研高山地区第２工区のまちづくりを推進すること

を目的に「学研高山地区第２工区地権者の会」を設立、

加入者は 788 名（加入率約 73％）となっている。（令和

5 年 10 月末時点 

・平成 30 年 10 月、第２工区の全体土地利用計画を策

定するにあたり、地権者や市民、有識者、関係機関によ

る「まちづくり検討会」を設置。10 回の会議を経て、

令和 4 年 6 月「学研高山地区第 2 工区マスタープラン」

を策定した。 

・令和 5 年 5 月、先行個別地区の地権者からなる「学研

高山地区南エリアまちづくり協議会」を設立。 

適切な土地利用を検討し、まちづくりの具体化に向け推

進している。 

 

（みどり公園課） 

■PARK REMAKE QUEST 

全国で公共空間の利活用が進む中、生駒市でも公園の利

活用を進めるために、利活用に興味がある・取り組みた

いと考えているが、実際にどのようにすればいいかと不

安に思っている市民の後押しをするようなセミナーを

開催した。 

実施年度：令和 4 年度 

 

（教育総務課） 

■通学路の合同点検 

平成 24 年度から年に一度、市内小学校、ＰＴＡ、地域

住民、教育委員会、県・市道路管理者、警察が小学校通

学路の危険箇所について合同点検を実施し、対策の是非

や対応策を検討した後、各所管で対策を行っている。 

対策状況をホームページに掲載し、周知した。 

 

 

 

 

 

（教育指導課・教育政策室） 

■生駒南小・中学校の今後を考える会議（令和４年度

実施）の開催 

全国的な少子化等を踏まえ、学校規模適正 化に伴う

課題に対して、「生駒市立小・中学校 のあり方に関する

基本的な考え方」を策定した（令和２年１０月教育委員

会策定）。 

これを踏まえ、南小学校区で立ちあげられた地域協議

会から、令和３年７月に「学校再編に 係る地域協議会

 

（拠点形成課学研推進室） 

学研高山地区第２工区マスター

プランに基づき、事業推進会議

の助言のもと、地権者組織と連

携を図りつつ段階的整備による

早期事業化を目指していくうえ

で、地権者の意向集約・合意形

成に向けた取り組みを進めてい

く必要がある。そのために当該

地区のまちづくりや事業進捗に

ついて広く周知を図る必要があ

る。 

 

 

 

 

 

（みどり公園課） 

・利活用を行いたいが、事務手

続の煩雑さや、法令等の規制が

あり実現に至らないケースが多

くある。 

 

 

 

 

（教育総務課） 

・対策内容を実施する際、対策

箇所周辺住民との調整が必要で

ある。 

・行政のみならず、ＰＴＡや自

治会、教員等多くの関係者を参

集するため、年に一度の開催に

とどまることが課題である。各

関係者が円滑に連絡を取ること

ができるように、ネットワーク

を構築する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みどり公園課】※資料２に回答を記載 

・PARK REMAKE QUEST の実現に至

るために必要な、課に対する支援等はど

の様なことが考えられますか（清水委

員） 

 

 

 

 

【以下、教育総務課】※資料２に回答を

記載 

・通学路の合同点検はとても良い取組か

と思いますが、子ども達は参加しないの

ですか？ また学校は指定避難所など

地域防災拠点にもなっていると思いま

すが、危機管理部局や福祉部局と連携し

て「防災まちあるき」として実施すれば、

頻度も上がり、安全・安心の効果も高ま

ると思いますが…。（相川委員） 

 

・学校の働き方改革に伴うクラブ活動等

の指導者を地域に求めるべきという文

科省方針に対応して、どのようにそれを

充当するか、その計画はありますか。（中

川委員長） 
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からの意見書」が提出された。  これまでの経緯を斟

酌し 、「生駒市立小・中学校の再編に係る方向性」（令

和３年１１月教育委員会決定）内で、今後の具体的な取

組として、『関係者で構成される新たな協議会の立ち上

げも含め、生駒南小学校、生駒南中学校の改修のあり方

と 、生駒南中学校の規模の適性化、及び市内全体の校

区の見直しを速やかに検討していく』と言及されてお

り、生駒南小・中学校の今後を考える会議を設置し、地

域住民や保護者の意見を聞き、「生駒市立生駒南小・中

学校の今後の方向性について」（令和５年１月教育委員

会決定）が決定した。 

 

（教育指導課・教育政策室） 

■これからの学びを実現する生駒南小・中学校の施設整

備を考える会議（令和５年度実施）の開催 

「生駒南小・中学校の今後を考える会議」を経て、本

市教育委員会において「生駒市立生駒南小・中学校の今

後の方向性について」が決定されたことを受け、生駒南

小・中学校のこれからの学びを実現するため、幅広く意

見を求めることを目的として、学校運営協議会委員や学

校関係者、保護者を参加者に、「これからの学びを実現

する生駒南小・中学校の施設整備を考える会議」 を開

催している。 

 

（教育指導課・教育政策室） 

■いこま教育フォーラムの開催 

教育行政課題からテーマを選定しながら教育委員会

の方針や活動、学校の様子を伝える機会にするととも

に、保護者や市民をはじめとした多くの人の声を吸い上

げる場とする。 

令和４年度 ３回開催 

令和５年度 ２回開催  

 

（幼保こども園課） 

■通学路の合同点検 

令和２年度から年に一度、市内幼稚園・保育園・認可外

保育所、保護者、自治会、県・市道路管理者、警察が通

園路及びお散歩コースの危険箇所について合同点検を

実施し、対策の是非や対応策を検討し、対策箇所の周辺

住民との調整の後、各所管で対策を実施している。 

 

（こども総務課） 

■就学前教育・保育のあり方に関する基本方針に係るワ

ークショップの実施（平成 30 年 3 月策定） 

教育大綱に基づき就学前教育・保育のあり方に関する

今後の市の方向性を定める基本方針策定のため、保護

者、地域及び職員の具体的なニーズを把握するためのワ

ークショップを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（幼保こども園課） 

・対策内容を実施する際、対策

箇所の周辺住民との調整が必要

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育指導課・教育政策室】※資料２に

回答を記載 

・いこま教育フォーラムの開催 

開催回数が、R４に比べR５が減少して

いる理由を教えてください（清水委員） 

 

 

 

 

 

【以下、幼保こども園課】※資料２に回

答を記載 

・教育総務課も通学路の合同点検につい

て記載されているが、教育委員会と幼保

子ども園課でバラバラに合同点検を行

っているのですか？ 対応状況を教育

委員会ではホームページに公開してい

るようですが、幼稚園や保育園ではどう

なっていますか？（相川委員） 

 

・就学前教育・保育のあり方に関する基

本方針に係るワークショップの毎年の

頻度を教えてください。（清水委員） 
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（生涯学習課） 

■自主学習グループの登録グループの促進 

 

 

（生涯学習課） 

■自主学習グループの学習活動を活発にし、人材育成を

目指し、まちづくり人材バンクへの登録を促す。 

 

（生涯学習課） 

■専門的な知識や経験、技能をお持ちの方やグループに

地域で活躍していただくために、まちづくり人材バンク

への登録を促す。 

 

（生涯学習課） 

■ischool の実施 

主に働き盛り世代の市民を対象とした学びの事業に、さ

まざまな専門性を有する市民が講座の企画をしたり、自

らが講師となって、多様な学びと交流の場を創出してい

る。 

 

（生涯学習課） 

■IKOMA サマーセミナー 

１日限りのまちの学校において、さまざまな特技やスキ

ルを持つ市民が先生となって多様な学びや体験の場を

提供している。 

 

 

 

（生涯学習課） 

・自主学習グループは、特にコ

ロナ禍以降、高齢化等により活

動の継続が困難な団体が増加し

ている。 

・まちづくり人材バンクは利用

者が少なく、登録の更新を辞退

されるケースや、高齢化により

登録数は減少傾向にあり、全体

として運用や仕組みを見直す必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、生涯学習課】 

・学区単位のコミュニティを支える次世

代の地域人材形成を図ること、またその

社会活動に関する必須項目である人権、

男女等の学習資源を生涯学習政策の見

直しによって生み出し、転換を図ってい

くことが重要。（中川委員長） 

 

・まちづくり人材バンクの見直しは、い

つ頃、どのように行われる予定ですか？

その際、市民参画のあり方や庁内調整が

とても大事だと思います。（例えば現行

ではない「防災分野」の人材を登録する

ならば防災士会などとパイプを持つ部

局との連携が必要です。またスポーツリ

ーダーバンクは別の運用になっていて

ややこしいですね）（相川委員） 

 

・IKOMA サマーセミナー 

毎年の頻度を教えてください（清水委

員） 
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条 文 解 説 

（総合計画等の策定） 

第１９条 市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及

びこれに基づく基本計画（以下これらを「総合計画」という｡)をこの条例の

趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。 

２ 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定するものと

する。 

３ 市は、前２項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

総合計画は市政運営の指針であり、策定に当たっては、この条例の趣旨にのっとって、市民参画によることとともに、当該計画に基づいて計画的な市

政運営に努めることを市に課しています。 

＜第２項＞ 

都市計画や環境といった行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定することとしています。 

＜第３項＞ 

総合計画や行政分野ごとの計画については、計画、実施、評価及び改善のサイクルによる進行管理を的確に行うことで、継続的な事務改善に役立てる

こととしています。 

《既存の法律など》 

【行政分野ごとの計画】 

生駒市における行政分野ごとの計画としては、「地域防災計画」、「環境基本計画」、「高齢者保健福祉計画」、「都市計画マスタープラン」、「生駒

市景観形成基本計画」などがあります。 
 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の推

進委員会での意見 

意見に対する対応（対応してい

ない場合はその理由） 

条文・解説で

変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

■第６次総合計画（平成 31 年 3 月策定） 

＜基本理念＞ 

 1 市民主体のまちづくり 

 2 自助・共助・公助+ 

 3 多様な主体との協創によるまちづくり 

＜将来都市像＞ 

自分らしく輝けるステージ・生駒 

＜総合計画の構成と期間＞ 

 基本構想：平成 31 年～令和 22 年度（概ね 20 年間） 

 基本計画：第 1 期基本計画（平成 31～令和５年度） 

第 2期基本計画（令和 6年度～令和 9年度） 

  

策定にあたっては、学識経験者や団体代表、公募市民

等で構成する生駒市総合計画審議会における計画案の審

議を経て、計画を策定した。また、毎年進行管理を実施

することで、PDCA サイクルを回している。 

 

 

（企画政策課） 

■第 6 次総合計画第 2 期基本計画の策定（令和 6～9 年

度） 

 第６次総合計画第 1 期基本計画の計画期間が令和５

年度末で満了することに伴い、令和 6 年度から 4 年間の

具体的な取組を示す「第 2 期基本計画」を策定している。

今後、パブリックコメントの実施を経て最終答申を受け

たのち、令和６年 3 月に策定予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生駒市総合計画審議会条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  総合計画に基づ

く各分野の計画の進

行管理が不十分なよ

うに思います。担当

各課と総合計画の担

当課とが調整を図り

ながらその仕組みを

作っていく必要があ

ると考えます。 

（企画政策課） 

１ 総合計画の進行管理に使用

する検証シートの記載方法等、

年度ごとに見直しています。ま

た、総合計画審議会の部会に各

担当課が参加し、進行管理に直

接かかわる仕組みに変更した。 

 

（商工観光課） 

１ 第６次総合計画を上位計画

として、その他関連計画との整

合を図ったうえで、前回ビジョ

ンの検証を踏まえた商工観光ビ

ジョンの改定を行っている。 

 

 

特になし 【以下、企画政策課】 

・総計の記述に於いて「住民自治」に

求められること・「行政＝団体自活」に

求められることの掲示を、より明確に

していくこと。（中川委員長） 

 

・本条例にのっとり、総合計画を策定

することになっていますが、第 2 期の

基本計画が令和 6 年 3 月に策定される

とあります。本条例が見直された場合、

総合計画も修正がなされるのでしょう

か。 

本条例の見直し後の、総合計画、その

他計画の見直しのフローは用意されて

いるのでしょうか。（平阪委員） 

 

 

【計画を策定している部局】※資料２

に回答を記載 

様々な計画が策定、更新されているよ

うですが、経過や結果について、市民

に触れる機会が少ないように思いま

す。市のＨＰ以外にＰＲされている場

面はありますか？（正垣委員） 

 

 

 

 



第 6 章 

12 

 

（企画政策課） 

■総合計画の進行管理（平成 22 年度～） 

 総合計画の適切な進行管理を行うに当たり、第 5 次総

合計画（平成 22 年度から）における基本計画の進捗状況

を検証しており、第 6 次総合計画においても同様に進行

管理を行っている。 

検証は、総合計画審議会において三部会に分かれて、

各部会２～３回の会議を開催し、実施している。 

 進行管理では、学識経験者や一般公募の市民の方々に

参加いただき、市民実感度調査（旧市民満足度調査）結

果や指標の動向等を中心に総合計画の進捗状況を検証

し、今後の取組の方向性等について意見をいただく。 

 検証結果は、「総合計画進行管理検証報告書」としてホ

ームページなどで公表している。 

 

（企画政策課） 

■第 2 期生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

（令和２年３月） 

人口減少の歯止め、東京圏への人口集中を是正するた

め、地方版総合戦略として、平成 27 年 12 月に「生駒市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、後継計画

として、令和 2年 3月に第 2期総合戦略を策定した。 

子育て世帯を主なターゲットとしつつ、『働き盛り世代

が多様な働き方・暮らし方を選択でき、安心して２人目、

３人目の子どもを産み、育てられるまち』を実現するこ

とで、出生率の向上と定住促進・転入増加を図る。 

 

（防災安全課） 

■生駒市地域防災計画の策定 

関係行政職員、学識経験者、関係事業者、市民団体代

表、公募市民等による防災会議を開催し、地域防災計画

の作成及びその実施の促進を行っている。 

 

（防災安全課） 

■生駒市国民保護計画の策定 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律（国民保護法）の規定に基づき、生駒市国民保護

計画を策定し、市民の保護のための措置の総合的な推進

に関する事項等を定めている。 

 

（防災安全課） 

■生駒市国土強靭化地域計画の策定 

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法の規定に基づき、これまで

の防災・減災対策に関する事項を念頭に、今後の本市の

国土強靱化に関する施策を総合的・計画的に推進するた

め、生駒市国土強靭化地域計画を策定し、計画に沿った

事業を実施している。 

（企画政策課） 

・総合計画の進行管理につい

ては、庁内にも概ね浸透して

きているが、依然として各所

属により進行管理に対する意

欲の差がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、防災安全課】 

・「防災」における人権の視点を確保す

る為に、どのような留意を行っている

のでしょうか（中川委員長） 

 

・「地域防災計画」の市民参加はなかな

か難しいですが、住民らがボトムアッ

プで策定する「地区防災計画」は、協

働のまちづくりのとても良い実践にな

りうると思っています。市として策定

プロセスなどでどのような支援（幅広

い人が参画できるような配慮）をして

おられますか？（相川委員） 

 

・国土強靭化地域計画の策定やフォロ

ーアップにあたり、どのように住民や

事業者の参画・協働を図りましたか？ 

内閣府の「国土強靱化地域計画 策定・

改定ガイドライン（第２版）」（23 年

10 月）にも「地域の強靱化を担う多様

な主体との連携・協働」として地域住

民（とくに男女共同参画に関しては特

筆）や地域企業に参画してもらう重要

性や具体例が掲載されていますし、自

治体の「総合計画」と強靭化の地域計

画を一体的に検討するという提案もな

されています。（相川委員） 
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（行政経営課） 

■第 3 次生駒市行政改革大綱（令和元年 12 月策定） 

＜目的＞ 

 次世代へつなぐ 

＜基本目標＞ 

 将来世代に負担を先送りしない持続可能な行財政運営

を実現 

＜基本方針＞ 

 １ 健全な財政基盤の確立 

 ２ 歳入増につながる施策の創出、強化 

 ３ ファシリティマネジメントの推進 

 ４ 市民、事業者等との協働によるまちづくりの推進 

 ５ 時代に対応できる柔軟で連携のとれた機能的な組

織づくりと人材育成の推進 

＜推進期間＞ 

 令和元年度から令和 6 年度までの 6 年間とする。 

 

生駒市行政改革大綱は、事業の必要性の判断を通して、

「第 6 次生駒市総合計画」における将来都市像の実現に

向けた施策・事業の積極的な展開をバックアップし、効

率的・効果的な行政経営を推進するため、市が取り組む

べき改革の考え方・あり方を明らかにするものである。 

 策定にあたっては、学識経験者や団体代表、公募市民

等で構成する生駒市行政改革推進委員会での意見を反映

し、策定した。 

 

（行政経営課） 

■生駒市行政改革大綱行動計画の策定 

「生駒市行政改革大綱」を受けて、「なにを、いつまでに、

どのようにするか」という具体的な取組を示したもので

ある。「生駒市行政改革大綱」で定めた基本理念と取組方

針に沿って、個々の取組項目を設定し、具体的な取組内

容を掲げ、得られる効果として達成目標を定めている。 

＜期間＞ 

前期行動計画：令和元年度～令和 3 年度 

後期行動計画：令和 4 年度～令和 6 年度 

 

（SDGs 推進課） 

■総合計画に即して「環境基本計画」を策定しており、

平成 30 年度は市民・事業者・行政からなる「環境基本計

画推進会議」で 5 年目の見直しを行った。 

 

（農林課） 

■生駒市農業ビジョンの策定 

 多様な担い手による持続的な発展により、生駒市の農

業の推進と人に優しい生活環境の保全を図るため、平成

25 年 4 月に農業ビジョンを策定した。 

同ビジョン策定による効果を検証したうえで、令和元年

（行政経営課） 

新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う財政状況の変化や生

活様式の変化、DX の推進、少

子化対策等、喫緊に取り組む

必要のある新しい政策課題が

山積しており、行政改革の推

進についても、昨今の状況を

踏まえて、時代に即した新し

い取組方法を考える時期が来

ている。 

また、行政改革大綱は、総合

計画に掲げる将来都市像の実

現に向けた施策・事業の積極

的な展開をバックアップする

ものと位置づけられているも

のの、行動計画に掲げる取組

項目と総合計画の施策にずれ

が生じているため、行政改革

推進委員会の提言が総合計画

の施策へ反映できておらず、

十分に連動ができていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政経営課→R6.4 から企画政策課

に変更】※資料２に回答を記載 

・行政改革における 

①コストダウン 

②パフォーマンスアップ（生産性上昇） 

③有効性分析（エフェクト・アナリシ

ス） 

の内②及び③を判断する為のツールは

用意されていますか。（中川委員長） 

 

・総合計画の実施にあたり行政改革推

進委員会の提言を反映させる方法は？ 

各部局の評価の際に盛り込むなど、次

善の策は採っておられますか？（相川

委員） 
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度に令和 10 年度までの新たなビジョンを策定した。策定

に当たっては、学識経験者や農業者団体等により構成す

る推進懇話会、市民とのワークショップ、飲食店へのヒ

アリング等により広く意見を聴取している。 

令和 5 年度は中間年次として、同ビジョンの見直しを行

っている。 

 

（商工観光課） 

■商工観光ビジョンの改定及び推進 

 令和５年度以降の商工業および観光施策について、第

６次総合計画を上位計画としてビジョンの改定及び普及

業務を行っている。 

 

（環境保全課） 

■「平成 23 年５月に策定した一般廃棄物処理基本計画の

期間満了に伴う見直し」 

 令和 2 年 7 月 生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画策定懇話会の開催 

 令和 3 年 3～4 月  パブリックコメント 

         ４名２０件の意見あり 

 令和３年５月  環境審議会へ報告 

 令和３年６月  議会へ報告  

 令和３年７月  策定 

 現在、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理（計画の期間

は令和１２年度末まで） 

 

 

（人権施策課） 

■生駒市人権施策に関する基本計画(第 2 次)（平成 31 年

3 月策定） 

 前計画は平成 17 年 12 月に策定し、諸施策を展開して

きたが、近年において犯罪被害者とその家族、インター

ネット等による人権侵害、LGBT などの性的少数者に関

する問題など新たな課題への緊急の対応が求められてい

たことから、これまでの施策を更に進化させるとともに、

新たな課題に対応するために、第 2 次計画を策定した。 

 

 

（福祉政策課）         

■生駒市高齢者保健福祉計画・第 8 期介護保険事業計画

の策定（R3.3） 

学識経験者や一般公募の市民の方々に参加いただいた介

護保険運営協議会での委員の意見やパブリックコメント

を反映し策定した。計画期間は、令和 3 年度からの 3 年

間で、毎年実行状況を整理し、点検・評価を行う。現在、

9 期計画の策定作業中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【以下、人権政策課】※資料２に回答

を記載 

・計画を策定する際に、どのように当

事者（被害者や少数者）や支援者らの

声を反映させましたか？ 策定後の計

画を当事者を含む多くの人に知っても

らうために、どのような広報の工夫を

されましたか？（相川委員） 

 

・障がい者差別禁止法に伴い市政への

参画に「合理的配慮」の必要性や工夫

を伝えたり、全庁的なチェックを行っ

たりしておられますか？ また民間事

業者や地域団体には、どのような啓発

や呼びかけをしておられますか？（相

川委員） 
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（障がい福祉課） 

■第７期生駒市障がい者福祉計画の策定 

地域の医師・学識経験者・事業者などで構成された生駒

市障がい者地域自立支援協議会を４回にわたり開催し

（R5）、第７期生駒市障がい者福祉計画の策定について

審議を重ねた。 

 

（健康課） 

■第 2 期健康いこま 21 の策定（H25.11） 

策定にあたり懇話会を開催。公募市民や関係機関の代表

者と共に、計画の主旨、方針の理解を得ながら検討した

案に対して、パブリックコメントを実施し、計画を策定

した。 

中間見直し（H30.12） 

事業等の効果を測る目安として設定している目標指標お

よび市や第 2 期健康増進計画策定懇話会参加機関の取組

について調査を実施。その後、生駒市健康づくり推進員

連絡協議会や郡山保健所の意見を評価に反映し、中間報

告書を作成。 

（R4）国と県の計画期間がそれぞれ一年間延長されたこ

とに伴い、第 2 期健康いこま 21 の計画期間を１年延長

し、2024（令和 6）年度に第３期健康いこま 21 計画を策

定予定 

 

（健康課） 

■第 3 期食育推進計画の策定 

 策定にあたり懇話会を開催。公募市民や関係機関の代

表者と共に、計画の主旨、方針の理解を得ながら検討し

た案に対して、パブリックコメントを実施し、計画を策

定した。2024（令和 6）年度は健康いこま 21 計画と共に

第 4 期食育推進計画を策定予定。 

 

（都市計画課） 

■都市計画マスタープランの策定 

 令和元年に上位計画である第 6 次生駒市総合計画を策

定したことに伴い、上位計画との整合を図る必要が生じ

たことに加え、都市づくりをめぐる潮流の変化に対応す

るため、都市計画マスタープランの策定を行った。策定

においては、市民意識調査や地域ワークショップ、パブ

リックコメントを実施し、市民意見を取り入れた。また、

学識経験者、市民代表を委員に含む生駒市都市計画審議

会都市計画マスタープラン策定検討部会及び生駒市都市

計画審議会での委員の意見を反映し、令和 3 年 6 月に策

定した。 

（みどり公園課） 

■生駒市景観形成基本計画の策定 

生駒市の魅力ある景観づくりの実現に向けて推進するこ

とを目的に生駒市景観形成基本計画の策定をおこなっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障がい福祉課】※資料２に回答を記

載 

・計画を策定する際に、どのように障

がい当事者（或いは家族）や支援者の

声を反映させましたか？ アンケート

を取られたと聞いていますが、対象や

回収率は？ 公聴会やヒアリングは行

われましたか？ また策定後の計画を

当事者を含む多くの人に知ってもらう

ために、どのような広報の工夫をされ

ましたか？（相川委員） 

 

・前述の人権啓発課への質問と同趣旨

で、合理的配慮についてどのような浸

透の工夫をしておられますか？（相川

委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画課→R6.4 から都市づくり

推進課に変更】※資料２に回答を記載 

・都市マス策定時の資料（意識調査等）

は、まちづくりに係る他部局職員や市

民に還元されていますか？（相川委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6 章 

16 

 

た。策定においては、学識経験者、団体代表、公募市民

をメンバーとした生駒市景観形成基本計画策定懇話会及

び景観審議会での委員の意見やパブリックコメントを反

映し、平成２６年４月に策定した。 

 

（みどり公園課） 

■緑の基本計画の策定（H１６．９） 

 緑の基本計画は、都市緑地法に基づき生駒市が定めた

総合計画の緑に特化した計画である。計画の基本的な考

え方は、本市の都市づくり・まちづくり全ての分野にわ

たる基本方針である「生駒市総合計画」の基本構想を上

位計画とし、また、都市計画に関する基本的な方針を定

めた「生駒市都市計画マスタープラン」にも整合してい

る。 

緑の基本計画の基準年次は平成１２年とし、目標年次

は３２年とした２０年間の計画。 

 

緑の基本計画に基づき、緑の保全及び緑化推進のため、

緑の市民懇話会、生垣助成制度、保護樹林・保護樹木制

度、樹林地バンク制度、花と緑のボランティア養成講座、

市民の森事業、花と緑の景観まちづくりコンテスト、花

と緑のわがまちづくり助成制度等の事業を推進してい

る。 

 

（上下水道部総務課） 

■生駒市水道事業ビジョンの策定(R3.3) 

今後見込まれる給水人口の減少や水道施設の更新需要の

増大、大規模災害への対応などを踏まえ、令和 3 年度か

ら 10 年間に取り組むべき具体的な施策や財政収支計画

などを示した。 

 

 

（教育指導課・教育政策室） 

■第３次生駒市教育大綱の策定 

（令和 6 年 6 月策定予定） 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の

３の規定に基づき、総合教育会議での協議を経て、市長

が策定する本市の教育行政の根本を成すもので、第１次

教育大綱を平成 28 年 6 月に策定した。前教育大綱の策

定から４年間をもって改訂の区切りとしており、社会情

勢等の変化や新たな教育課題等に対応しながら、同時に

未来を見据え、多くの関係者の声を反映し、専門家の意

見も得ながら第３次生駒市教育大綱の策定を進めてい

る。 

 

（子育て支援総合センター） 

■生駒市子ども・子育て支援事業計画の策定（令和 2 年

3 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上下水道部総務課） 

令和 7 年度からの県域水道一

体化により水道事業は事業統

合を行う予定だが、生駒市水

道事業ビジョンに示すアクシ

ョンプランが確実適切に実施

できるよう検討協議が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子育て支援総合センター） 

・本計画については、計画を

策定すれば終わりというわけ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生駒市子ども・子育て会議

条例 

（子育て支援総合センター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上下水道部総務課】※資料２に回答

を記載 

・上水道・下水道とも大切なライフラ

インであり、市民にもっと関心を持っ

ていただきたいところですが、ビジョ

ン策定時において、あるいは策定後の

啓発広報において、どのように参画と

協働を工夫されましたか？（今後され

る予定ですか？）（相川委員） 
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 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）の規

定に基づき、潜在ニーズも含めた地域での子ども・子育

てに係るニーズを把握したうえで、管内における子ど

も・子育て支援事業の今後 5 年間における需要見込量、

提供体制の確保の内容及びその実施時期等を盛り込んだ

「生駒市子ども・子育て支援事業計画」を策定しなけれ

ばならない。また、計画策定に当たっては、子育ての当

事者等の意見を反映するために、条例の定めるところに

より、子ども・子育て会議を置くように努めるものとさ

れており、生駒市子ども・子育て会議の委員にも公募市

民や幼稚園・保育所の保護者代表等に参加していただい

ている。 

 

（子育て支援総合センター） 

■生駒市子ども・子育て支援事業計画（第３期）の策定

（令和 7 年 3 月策定予定） 

 教育、保育及び地域子ども・子育て支援事業等が円滑

に実施できるよう、子ども・子育て支援法第６１条の規

定に基づき、第３期の子ども・子育て支援事業計画を策

定する。 

 ・ニーズ調査 

 ・子ども・子育て会議 

 

 

（生涯学習課） 

■生駒市社会教育基本方針の策定 

社会教育委員会議で、生駒市社会教育基本方針を定めて

おり、毎年重点目標を定めて生涯学習推進のための施策

を進めている。 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

■（仮称）第２期生駒市スポーツ推進計画の策定 

令和５年度末に生駒市スポーツ推進計画の計画期間が終

了するため、引き続き本市のスポーツ振興、推進を図る

ため（仮称）第２期スポーツ推進計画の策定を予定して

いる。 

 

策定の際には、生駒市スポーツ推進審議会での委員の意

見を反映し、パブリックコメントを実施予定。 

推進計画の基本方針や基本目標の達成に向け、関連事業

のとりまとめを行い、計画の進行管理を実施予定。 

 

 

ではなく、引き続き子ども・

子育て会議において子育て支

援施策の実施状況を調査審議

する等、継続的に点検・評価・

見直しを行っていく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（子育て支援総合センター） 

・本計画については、計画を

策定すれば終わりというわけ

ではなく、引き続き子ども・

子育て会議において子育て支

援施策の実施状況を調査審議

する等、継続的に点検・評価・

見直しを行っていく必要があ

る。 

 

 

（生涯学習課） 

・社会教育基本方針及び重点

目標の策定にあたっては、社

会教育委員の知見や社会教育

の成果や評価を踏まえ、今以

上に社会教育委員会議での議

論を深める必要がある。 

 

（スポーツ振興課） 

推進計画の基本目標を実現す

るため、様々な取り組みを進

めていくうえで、市のスポー

ツ施設の指定管理者や各種ス

ポーツ団体及び地域などと連

携し、スポーツを楽しむ環境

を作る必要がある。 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援法(平成

24 年法律第 65号。以下「法」

という。)の規定に基づく審

議会その他の合議制の機関

として、生駒市子ども・子育

て会議(以下「子ども・子育

て会議」を設置 

令和５年４月１日付、こども

家庭庁の設置に伴う法改正

により、併せて条例改正。 

これを根拠に通常年間２回

程度の子ども・子育て会議を

開催している 

根拠法令：子ども・子育て支

援法 第 72 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下、生涯学習課】 

・「社会教育基本方針」と「生駒市生涯

学習推進基本方針」との関連は？ ま

た市 HP の「生涯学習」のページには

平成 19（2007）年時点の基本方針の

冊子と「平成 30 年度社会教育基本方

針及び重点目標」が PDF でアップさ

れているだけで最新の情報にたどり着

けません。さらに「生涯学習推進基本

計画」もページは説明文にとどまり、

計画本体がアップされていないようで

す（アップされているのかもしれませ

んが、たどり着けません）（相川委員） 

 

・社会教育委員会議については要約筆

記の議事録が公開されているだけで、

会議で配られた議事概要のみ公開され

ていますが、配布資料（「社会教育基本

方針及び重点目標」にかかる実績報告

など）が公開されておらず、一般市民

が関心を持ち参画するための情報提供

が不十分だと思います。（相川委員） 

 

・先に自主学習グループやまちづくり

人材バンク制度の見直しなどを挙げて

おられましたが、どのように市民の意

見を聴きながら検討されるご予定でし

ょうか？（相川委員） 

 

・自治基本条例や総合計画をはじめと

する市政について学んだり、身近な地

域について学んだりするのは生涯教育

の重要な要素と考えますが、そのよう

なプログラムや事業はありますか？ 

今後予定されていますか？（相川委員） 
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条 文 解 説 

（説明責任） 

第２０条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやす

く説明しなければならない。 

 

【解説】 

市は、政策決定の過程や行政活動の内容及び結果を、市民に分かりやすく説明する責任があることを規定していま

す。この説明責任は、市民が「情報提供を受け、自ら取得する権利」を保障するとともに、市民が「まちづくり参

画の権利」を行使する上での前提となるものです。 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応（対応し

ていない場合はその理由） 

条文・条文解説

で変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

■政策の立案に係る情報は、新規・主要事業ヒ

アリング調書として、市ホームページに公開し

ている。 

■総合計画審議会において、毎年、基本計画の

進行管理を行っており、施策を検証し評価して

いる。 

 

  １ 提供する情報を市側がコン

トロールするのではなく、一定

の基準を設けたうえで、その基

準に基づき情報の公開に努め

る必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特になし 【企画政策課】 

・前回の見直し時の意見に対する回答を

お聞かせ願います。（清水委員） 

 

【人事課】※資料２に回答を記載 

・HP には「部の主要施策」（毎年、市長

の施政方針を受けて各部長は年度当初に

その年度に取り組む主要な施策（目標）

を設定し、年度末には取組の成果を確認

し、評価を行います）とあります。年度

初めの目標文書は掲載されているのです

が、年度末の「部の主要施策取組状況報

告書」が不掲載です。条文の趣旨からい

えば、載せるべきと考えますがいかがで

すか？（相川委員） 

 

【行政経営課→R6.4 から企画政策課に

変更】※資料２に回答を記載 

・行政経営課の方でも、施策評価は行っ

ておられるようですが、取組状況に記載

されていないのはなぜでしょう？（あま

り「説明責任」を意識されていないので

しょうか）（相川委員） 

 

 

 

〈〈参考〉〉「情報提供を受け、自ら取得する権利」は、第 46条、第 47条で規定している。 
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条 文 解 説 

（意思決定の明確化） 

第２１条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市

民に理解されるよう努めなければならない。 

 

【解説】 

意思決定の過程とは、市長が政策意思を決定する過程、すなわち「政策意思の形成過程」全般をいい、「どのような

情報や案に基づき」「どのような議論を踏まえ」「どのように考え、いつ、どの時点で判断したか」等の政策決定の

過程を明らかにすることを定めるもので、市は、請求に基づき公開するだけでなく、お知らせ、公表、説明等に努

めるよう規定するものです。 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し

時の推進委員

会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場

合はその理由） 

条文・条文解説で変更が必要と思われる箇所 
市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

行政経営会議における議事要旨を公表してい

る。 

 

（総務課） 

生駒市行政文書管理規則を制定し、意思決定に

至る過程を文書として作成することを定めて

いる。 

 

 ・生駒市情報公開条例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （総務課） 

〈〈既存の法律など〉〉 

【生駒市行政文書管理規則】 

（文書の作成） 

第４条 職員は、前条に定める責務を果たすた

め、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事

務及び事業の実績を合理的に裏付け、又は検証

することができるよう、処理に係る事案が軽微

なものである場合を除き、文書(図面を含む。)

を作成しなければならない。 

 

↑解説文への追加を希望する 

 

【総務課】 

・条文の意図は、文書の作成・保存（請求

があれば開示）だけでなく、市の仕事の内

容が市民に理解してもらえるように意志

決定過程の情報を明らかにすることです。

傍聴可能な審議会や検討委員会に出され

た資料類は原則、HP で公開されるべきだ

と思いますが、情報提供に熱心な部局と、

そうでない（議事録概要程度）部局とがあ

るのはどうしてでしょうか。（相川委員） 
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条 文 解 説 

（行政組織） 

第２２条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、

責任を明確にして、組織の横断的な調整を図らなければならない。 

 

【解説】 

市の組織の編成は、社会情勢にすばやく対応していく必要があるため、多様化、高度化する市民ニーズに柔軟、

迅速、的確に対応できる組織づくりを行うとともに、職員自ら、自治体職員として責任ある政策を実行していくと

いう自律的責任を市の責務として規定しています。さらに、分断された縦割り組織の弊害（窓口対応における市民

のたらいまわしなど）に対処するため、組織の横断的な連携を行うとともに組織間の連絡調整を密に行い、市民へ

の説明責任を果たすことの必要性を定めています。 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

横断的な連携や調整を図り情報の共有化を図

っている。 

 

■主な組織・機構改革 

令和 2 年 4 月 

・教育振興部の名称を教育こども部に変更 

・市制 50 周年事業室を設置 

・ICT イノベーション推進課、SDGs 推進課、

観光振興室を設置など 

令和 3 年 4 月 

・地域包括ケア推進課内に基幹型地域包括支援

センター係を新設 

地籍調査係を事業計画課から土木課に移管な

ど 

令和 4 年 4 月 

・市民活動推進課の名称を地域コミュニティ推

進課に変更、高齢施策課の名称を福祉政策課に

変更 

・拠点形成課、スマートシティ推進室、学校給

食センター、教育政策室を設置 

・こども課を幼保こども園課とこども総務課に

分割など 

令和 5 年 4 月 

・SDGs 推進課内に公民連携係を設置、人権施

策課内に国際化推進係を設置 

・地域共生サミット推進室を設置 

（企画政策課） 

・市民に分かりやすい組織

の名称・体制を整えるとと

もに、効率的な事務の執行

に向けた組織を構築する必

要がある。 

・生駒市行政組織条例 １ 行政組織を変える際には、

その理由等しっかりした説明

がなされる必要があると考え

ます。 

 

（企画政策課） 

１ 市議会における説明及び広報紙で

の周知等を実施。 

 

（デジタル推進課） 

１ 生産年齢人口減少などにより自治

体の経営資源が制約される中、持続可

能な行政サービスを提供し続けるに

は、ICT による行政手続きの革新、

根拠ある政策立案等を進めることで、

行政事務の生産性を向上させ、公共サ

ービスの価値を高める必要がありま

す。庁内横軸組織として「生駒市 DX

推進本部」を立ち上げ、令和 5 年 8

月に策定した「生駒市スマートシティ

構想」の実現に向けて、庁内一丸とな

って取り組んでまいります。 

 

特になし 【人事課】※資料２に回答を記

載 

・社会情勢の変化に柔軟に対応

していくためには、外部官民組

織との人的交流が必須と考え

ますがその状況はどのような

ものでしょうか(職員の出向・

副業、他組織からの人員の受け

入れ、など)。（生駒委員） 

 

【企画政策課】 

・複合的な課題に対応するた

め、分野横断型の組織を設置す

るなど工夫がなされていると

思いますが、組織名称が市民に

は聞きなれない言葉になる等

の理由で、その組織でどのよう

な業務を担っているのかわか

りにくくなっている面もある

ように感じます。市民に分かり

やすく伝える工夫はされてい

ますでしょうか。（平阪委員） 

 

２ 分野横断的な政策課題が多

くなる中で、複数の課で効率

的、効果的な政策を立案、実施

できる体制整備が必要と考え

ます。
 

（企画政策課） 

２ 複雑多様化する行政課題に対し

て、部門横断的に対応できるよう、適

宜プロジェクトチームを設置してい

る。近年では、複合型コミュニティづ

くり、市制 50 周年事業、庁内グルー

プウェア検討、少子化対策、オフィス

改革、地域共生社会推進会議等でプロ

ジェクトチームを設置し対応にあた

っている。 
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条 文 解 説 

（職員政策） 

第２３条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければならな

い。 

２ 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研鑽のための多様な機会

の保障に努めなければならない。 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

職員の任用及び配置に関する市の責務を定めています。具体的には、地方公務員法の規定に基づき、能力の実証に

基づき職員の任用を行うこと及び職員の配置等に当たっては、定期的な勤務実績の評定を行うこととするものです。 

《既存の法律など》 

【地方公務員法】 

（任用の根本基準）  

第１５条  職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基

づいて行わなければならない。 

（勤務成績の評定）  

第４０条  任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措

置を講じなければならない。 

 

＜第２項＞ 

市は、地方分権時代に適切に対応できる職員として、その資質及び能力の向上並びに多様な自己研鑽の機会を保障

するため、政策研究や各種専門研修の充実に努めなければならないことを規定しています。 

 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 

関連する各条例の運用

状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（人事課） 

各所属において、各種専門研修等に派遣し、スキルア

ップに努めている。 

 

＜第１項＞ 

・人事評価制度の適正運用と効果的な人材育成 

・人員配置への活用 

・新任係長職に対する人事評価者研修の実施 

・自己申告制度の毎年実施 

 

＜第２項＞ 

・新規採用職員研修を初めとする階層別研修の実施 

・新規採用職員や係長を対象とした地方自治法、地方

公務員法、行政法等の法令知識を学ぶ研修 

・政策形成実践研修の実施 

・課題解決発見研修の実施 

・協創力向上研修の実施 

・メンタルヘルス研修の実施 

・各種研修機関への積極的な派遣により専門知識、技

術の向上 

・職員の自発的な研究・相互啓発などへの支援、地域

貢献活動(副業)の促進 

・人材育成に資する人事評価制度の運用 

 

（人事課） 

今後も取組を進めていく必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 取組を進められていると思

いますが、リスクマネジメント

と、その基礎となる法令遵守の

徹底のための行政に係る法務

については、定期的、継続的な

研修が必要と考えます。 

 

 

（人事課） 

１ 新規採用職員や係長を対象とした

地方自治法、地方公務員法、行政法等

の法令知識を学ぶ研修を行っている。 

特になし 【以下、人事課】※資料２

に回答を記載 

・前回の見直し所の意見１

について、依然として重要

だと考える（中川委員長） 

 

・定年でなく退職する職員

が少なからずいる中で、人

事評価制度は適正に運用さ

れているのか。（中尾委員） 

 

２ 参画と協働をテーマとした

研修を継続的に実施されてい

ますが、研修の成果として、協

働の推進にどう反映されてい

るのかが大事であると考えま

す。 

 

 

 

 

（地域コミュニティ推進課） 

２ 複合型コミュニティ（まちのえき）

づくりに向けて庁内横断型のプロジ

ェクトチームを立ち上げ対応にあた

っている。 
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条 文 解 説 

（法務政策） 

第２４条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備や

体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。 

 

【解説】 

地方分権の推進に伴い、地域独自の自治に必要な政策条例の制定が求められており、そのための自治立法権と法令

の解釈に関する自治権を活用した法務活動の充実について定めています。 

なお、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令（告示を含む）を指します。  

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説

で変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（総務課） 

■各課から提案される条例、規則についての審

査（上位法や他の条例との整合性のチェッ

ク、権利を制限したり、義務を課したりする

場合の合理的な説明の明確化など）を実施。 

 

※地域独自の自治に必要な政策条例の制定に

ついては、総務課が主体となるものではな

く、関係各課が主体となる。 

 (例)生駒市まちをきれいにする条例(SDGs

推進課) 

   生駒市空き家等の適正管理に関する条

例(建築課) 

生駒市景観条例(みどり公園課） 

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止

に関する条例(環境保全課) 

生駒市手話言語の普及並びに障がいの

特性に応じた多様なコミュニケーショ

ン手段の理解及び利用の促進に関する

条例(障がい福祉課) 

 

 

 

 

 

 

（総務課） 

・先進的に制定されている

条例や「はやり」の条例を

コピーのように本市に置き

換えて制定してしまわない

よう、制定に至る背景を十

分認識しながら、本市に即

した課題解決の方法を見出

していく必要がある。 

 １ 各要綱について条例に移行

する必要性がないか、引き続き

検証していただきたいと思い

ます。 

（総務課） 

１ 各課が所管している例規が、本来

あるべき法体系で制定されているか、

また、その例規の立法事実や課題、目

的に変化がないか等の見直しを行う

仕組みづくりを検討していきます。 

 

（建築課） 

１ 生駒市宅地等開発行為に関する指

導要綱につきましては、現状、開発行

為の許可権が奈良県にあることから、

条例化する必要はないと考えており

ます。また、耐震診断補助金交付要綱

などについては、生駒市補助金交付規

則に基づき策定しているため、条例に

移行する必要性はないと考えており

ます。 

 

特になし 【以下、総務課】 

・条例、規則、要綱等の立案、

審議に於いて、自治基本条例に

沿っているか、という審査シス

テムはありますか。（中川委員

長） 

 

・初回のヒアリングで、総務課

から「（各課の条例屋規則と）自

治基本条例との整合性をチェッ

クしていない（そういう体制は

ない）」との答弁がありました。

ここでは「上位法やほかの条例

との整合性をチェック」とあり

ますが（自治基本条例は自治体

の最高規範だと理解しています

が）きちんとできているのでし

ょうか？（相川委員） 
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条 文 解 説 

（法令遵守及び公益目的通報） 

第２５条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度につ

いて必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要

な措置を講じなければならない。 

 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

市は、生駒市法令遵守推進条例（平成１９年６月２５日条例第２１号）を適切に運用しなければならないことを規

定しています。 

市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、職員の職務に係る法令等の遵守制度

の適切な運用を市に課す規定です。 

＜第２項＞ 

行政執行の公正を妨げ、市政に対する信頼を損なう行為及び公益に反する恐れのある事実がある場合において、職

員の公益目的通報制度の適切な運用を市に課しています。 

《既存の法律など》 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（市の責務） 

第３条 市は、透明性の高い公正な市政の運営を図り、市政に対する市民の信頼を確保するよう

十分に配慮するとともに、法令等の遵守に関する啓発、不当要求行為及び公益目的通報に適切な

対応ができる体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。 
 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応（対応して

いない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（総務課） 

(1)職員研修 

公正な職務の執行を推進し、また、不当要求

行為に対し、組織として毅然とした対応を行

い、職員ひとりひとりの法令遵守の意識を高め

るため、以下のとおり職員研修を実施した。 

 H24 「官公庁におけるコンプライアンス」 

     (係長級向け、弁護士による講演) 

H25 「不当要求防止責任者講習会」 

    (管理職向け、県警本部職員による

講演) 

H26 「不適切な業務執行の事例及び再発防

止に係る報告」 

    (管理職及び 5 級以上の職員) 

H29 「本市の法令遵守推進制度の再確認」 

    (管理職向け、生駒市法令遵守委員

会委員長による講演) 

R1  「法令遵守推進制度に係る研修会」 

    (主幹級及び係長級向け、生駒市法

令遵守委員による講演) 

 

(2)公益目的通報制度 

 法令遵守推進条例の規定により、法令遵守委

員会を公益目的通報の受付及び必要な調査等

を行う組織として定め、運用している。 

令和 2 年度において、1 件の実績があった。 

（総務課） 

職員の意識が低下すること

のないよう、常時啓発を行

っていく必要がある。 

・生駒市法令遵守推進条例  

 

 

 特になし 【以下、総務課】 

・コンプライアンスの研修は、最近

少なくなっていますが、年に 1～2

回は必要と思います。（中川委員長） 

 

・法令遵守に関する研修の対象は職

員だけでしょうか？ （委託や指定

管理者として市政に関わる民間人

にも、研修の門戸を開いています

か？ 不当要求防止の研修などは、

市民に接する民間事業者にも必要

だと思いますが）（相川委員） 
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条 文 解 説 

（行政手続） 

第２６条 市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護する

ため、その手続について必要な措置を講じなければならない。 

 

【解説】 

市は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するための生駒市行政手続条

例（平成９年３月３１日条例第２号）を適切に運用しなければならないことを規定しています。 

《既存の法律など》 

【生駒市行政手続条例】 

（目的等） 

第１条 この条例は、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 46 条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導

及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性

の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。 
 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（総務課） 

■各課からの行政手続法や行政手続条例の解

釈や運用に係る相談に応じてアドバイスを

実施。 

 

※行政手続法や行政手続条例の運用について

は、関係各課がその所管業務について主体的に

行うものである。 

 

 

 

 

・生駒市行政手続条例  

 

 

 

 

 

 

 特になし  
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条 文 解 説 

（危機管理） 

第２７条 市は、市民、関係機関及び他の自

治体との協力及び連携により、不測の事態に

備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の

確立に努めなければならない。 

【解説】 

市は、毎年各地で発生している地震をはじめとする自然災害や凶悪犯罪、新型インフルエンザや大規模事故など、いつ起きるか分からない不測の事態に常に備えて、市民、関係機関等

との協力の下、危機管理体制の確立に努めることを定めています。「総合的」とは、市の組織全体として対応するため、調整機能を整備することを意味し、「機動的」とは、迅速かつ効

率的な活動を意味しています。なお、本市の防災体制に関しては、他の地方公共団体との災害相互応援協定をはじめ、民間企業等との間で、医療救護についての協定、避難場所等とし

ての使用に関する協定、市内郵便局との協定、生活物資の調達、供給等に関する協定、応急復旧等に関する協定、ＬＰガス等の供給に関する協定、燃料供給等に関する協定、緊急物資

の輸送等に関する協定等を締結しています 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 

関連する各条例の運

用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応（対応し

ていない場合はその理由） 

条文・解説で

変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（防災安全課） 

■災害協定の締結 

応急復旧、物資供給、医療、廃棄物処理、福祉避難所等につ

いて、他の自治体や民間企業等と 106 災害協定を締結してい

る。 

 

（防災安全課） 

■市組織の災害対応機能の強化のため職員を対象とした災害

対応研修や訓練の実施。 

 

（防災安全課） 

■防災訓練の実施 

各自主防災会が実施する防災訓練等を支援するとともに、複

数の自主防災会が連携する避難所単位での防災訓練について

は共催し、防災知識・技術の習得と共助意識の高揚を図り、

市と市民との連携体制を確立している。 

 

（環境保全課） 

■災害等緊急時における一般廃棄物（ごみ）処理に関する相

互応援基本協定 

①主体 奈良県都市清掃協議会  

②締結団体 １２市＋香芝・王子環境施設組合  

③締結年月日 平成１８年８月２８日 不測の事態等ごみの

適正処理が困難となった際、相互に応援 

 

（環境保全課） 

■奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書 

①主体 奈良県  

②締結団体 奈良県＋県内市町村＋県内一部事務組合  

③締結年月日 平成２４年８月１日 支援要請 地震・豪雨

等による大規模災害発生時等 

 

（環境保全課） 

■災害時における一般廃棄物（可燃ごみ）処理に関する相互

支援協定 

①主体 生駒市、四條畷市、交野市、四條畷市交野市清掃施

（防災安全課） 

・地域の防災士等の中から、地

域での防災活動等に協働・参画

できる人を登録する防災リーダ

ー制度を創設したが、その方々

の人材育成や地域との連携をさ

らに深める取組が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生駒市新型インフル

エンザ等対策本部条例 

 

・生駒市安全で住みよ

いまちづくりに関する

条例 

 

・生駒市災害対策本部

条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  今後想定される南海ト

ラフ地震などでは大きな津

波等が想定され、想定範囲

を超えた人口流入等も予測

されます。災害においては

想定を超えた場合のことも

安全弁の一つとして考えて

おく必要があると思われま

す。 

 

（防災安全課） 

１ 現在のところ、想定を超

えた場合に備えた対策は行

っておりませんが、想定外

の事態が起こる可能性も考

慮しながら、災害対応力を

高めてまいります。 

 

特になし 

 

【条文・解説に対する意見】 

・解説文「新型インフルエンザ」

→「新型感染症」でしょうか。（正

垣委員） 

 

【以下、防災安全課】 

・防災リーダー制度は、生涯学習

課の「まちづくり人材バンク」と

は連携していないのですか？ そ

れはなぜですか？（相川委員） 

 

・解説文や取組に民間企業との協

定が書かれています。とくに避難

場所の提供をしてくれる企業の情

報などは市民に伝わっていますで

しょうか？（地区防災計画をつく

る際など連携できているでしょう

か？）（相川委員） 

 

・周辺自治体との連携体制は進め

られているように見受けられます

が、南海トラフ地震のような広域

にわたる大規模災害等の場合は、

周辺自治体も被災地となると考え

られます。近畿圏外等の自治体、

団体等の協力体制を築く取り組み

はされていますでしょうか。（平阪

委員） 

 

【環境保全課】※資料２に回答を

記載 

・災害ごみの一次仮置き場の運用

について、市で指針やルールは出

しているか？それは、いざという

ときに周知できる体制になってい

るか？（正垣委員） 

２  災害復旧時の協力事業

者等を効率的に運用するた

めに必要なルール等を事前

に定めることが必要と考え

ます。
 

（防災安全課） 

災害復旧時の協力内容及び

協力体制を明確にし、効率

的な運用を行なうため、現

在、複数の団体と災害復旧

に関する協定を締結してお

ります。今後も各種団体と

の協定の締結等を適宜進め

ていきたいと考えておりま

す。（令和４年度末協定締結

数：106 件） 
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設組合  

②締結団体  生駒市、四條畷市、交野市、四條畷市交野市

清掃施設組合  

③締結年月日 平成３１年４月５日 不測の事態等ごみの適

正処理が困難となった際、相互に支援 

 

（環境保全課） 

■警察署使用不能時における施設使用に関する協定  

①主体 生駒市、生駒警察  

②締結年月日 平成２４年１０月１０日 警察署使用不能時

にエコパーク２１を使用 

 

（健康課） 

■医療救護計画 

H23.5 に生駒市医師会と「災害時における医療救護について

の協定」を締結したことを受け、同会から医療救護計画が提

出され（H25.12）、救護所における活動等について継続的に

協議している。 

 

 

（福祉政策課） 

■災害時要援護者避難支援事業（避難行動要支援者避難支援

事業） 

自然災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、自

力で避難できない方が逃げ遅れなく避難できるよう、自治会

を中心とした地域での助け合いの体制整備をはかる事業。平

成 26 年度から全自治会区域を対象に実施している。 

 

（消防警防課） 

■災害時消防相互応援協定等の締結 

 平成３１年４月に枚方市・枚方寝屋川消防組合と消防相互

応援協定を締結した。これにより隣接する８消防(局)本部と

の締結が完了した。 

この他、平成２４年４月に県石油商業組合生駒支部と消防活

動時の燃料供給について協定を締結している。 

 

（消防警防課・消防署） 

■新型コロナウイルス感染症対策 

 令和２年４月に専用救急車を運用する特別救急搬送専属隊

を配置し、感染症が疑われる傷病者の救急搬送における市民

や職員への二次感染を防止し、消防力の維持を図った。 

 

（消防警防課・消防署） 

■災害対応強化訓練の実施 

緊急消防援助隊合同訓練をはじめ、隣接消防本部や他関係

機関との連携訓練・研修を実施した。また、震災・風水害等

の作戦室（指揮本部）運営図上訓練を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（健康課） 

・他機関等との協力を得ていて

も、人事異動等による体制の変

更が行政職員の認識及び行動へ

の影響を及ぼしやすいことか

ら、柔軟かつ速やかな編成が可

能な仕組みづくりが必要とな

る。 

 

（福祉政策課） 

・高齢化に伴う避難支援員のな

り手不足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉政策課】※資料２に回答を

記載 

・災害時要援護者避難支援事業に

ついて、自治会によって（加入率

や高齢化率の違い）支援者が出す

のが難しいケースも出てきている

のではないかと推察します。近隣

で支援員が見つけられない場合

は、どうされていますか？（相川

委員） 
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条 文 解 説 

（広聴応答義務） 

第２８条 市は、市民からの行政に関する

意見、要望、苦情等があったときは、速

やかに事実関係を調査し、誠実に対応す

るものとする。 

２ 市は、前項の規定による対応を迅速か

つ適正に行うため記録を作成し、その整

理及び保存に努めるものとする。 

 

 

 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

市民からの意見や要望等に迅速に対応するとともに、その処理結果や理由等を速やかに回答することで、市民との情報共有及び信頼関係の構築を目指すものです。そのためには、職員一

人ひとりの意識改革や各種手続への誠実な対応が必要となります。 

＜第２項＞ 

市民との応対を円滑に行うため、記録を作成し、その整理及び保存に努めることを規定するもので、生駒市法令遵守推進条例に規定する要望等の記録の仕組みを活用するほか、この条例

に基づき必要な措置を講じるものとします。 

《既存の法律など》 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（要望等の記録） 

第６条 職員は、要望等（要望等を行う者（以下「要望者」という｡)が公職者以外の者であるときにあっては、当該要望等が職員に対して職務に関する具体的な行為をし、又はし

ないことを求めるものに限る｡)を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録するものとする。 

２ 要望等の記録に関し必要な事項は、規則で定める。 

【生駒市法令遵守推進条例施行規則】 

 （要望等の記録） 

第３条 条例第６条第１項の規定により要望等を記録するに当たっては、不実又は虚偽の記録をしてはならない。 

２ 条例第６条第１項の規定による要望等を受けたときは、要望等の意図及び内容を正確に把握するため、可能な限り複数の職員で対応するとともに、要望者に要望等を記録した

内容（以下「記録内容」という｡)の確認を求めるように努めるものとする。 

３ 条例第６条第１項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項（要望者が明らかにしない事項を除く｡)とする。 

(1) 要望等を受けた日時 

(2) 要望等を受けた方法 

(3) 要望等を受けた場所 

(4) 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地 

(5) 要望等を受けた職員の所属名、職名及び氏名 

(6) 要望等の件名及び内容 

(7) 要望者に対する回答の内容 

(8) 要望等への対応の結果 

(9) 要望者による記録内容の確認の状況 

(10) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項 

 （記録内容の報告等） 

第４条 職員は、記録内容を所属長を経て、当該職員の所属に係る部長（市長事務部局の公室長若しくは部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事務局の部長又は議会事務局長

をいう。以下同じ｡)に報告するものとする。 

２ 前項の場合において、職員が特別職に属する職員で常勤のもの又は教育長であるときは、当該記録内容を所管する部長に送付するものとする。 

３ 前２項の規定による報告又は送付を受けた部長は、当該記録内容について、次に掲げるところにより生駒市法令遵守対策会議に送付するものとする。 

(1) 記録内容が日常的、定例的又は軽易なものであるときは、毎月末日までに受けた要望等に係る記録内容を翌月の１０日までに送付するものとする。 

(2) 記録内容が重要、異例又は不当要求行為に該当すると認めるときは、直ちに送付するものとする。 
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主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（広報広聴課） 

■要望書や市ホームページの「ご意見・お問い

合わせ」等で意見・要望等を受け付け、担当課

を通じて対応可能なものは対応し、対応できな

いものや市の所管外のものはその理由を回答

しており、年に 1 回広報紙で件数や主な意見の

公表を行っている。 

 

 

 

 

（総務課） 

■要望等の記録公表制度 

生駒市法令遵守推進条例第 5 条から第 9 条

の規定に基づき、市民からの要望等に対し、適

切な対応を行うとともにその概要を適正に記

録し公表している。また、公職者等から職員に

対し口頭で受けた要望等を記録し、公表するこ

とで、市政運営の透明性の向上を図るととも

に、公正な職務の執行に寄与している。 

年度別の要望等記録件数の実績は以下のと

おりである。 

H22  207 件 

H23  171 件  

H24  152 件  

H25  185 件 

H26 155 件 

H27 92 件 

H28 33 件 

H29 150 件 

H30 114 件 

R1 79 件 

R2 76 件 

R3 91 件 

R4 91 件 

 

（広報広聴課） 

同様の質問や意見が多い時

は、市ホームページの「FAQ

（よくある質問）」にジャン

ルごとにまとめて掲載して

いるが、定期的なメンテナ

ンスが必要である。また、

回答が遅いものがあり、担

当課に回答を促している。 

 

 

（総務課） 

 職員が記録する件数が一

時減少していたことや、事

務負担の増加が懸念されて

いた。このため、記録等を

簡素化するとともに不当要

求等は詳細に記述するなど

記録の工夫を行ったり、職

員に「法令遵守推進制度の

手引き」及び「要望等記録

報告制度 実務マニュア

ル」を配布し、記録しやす

い環境の整備を行ってい

る。 

 

 

 

・生駒市法令遵守推進条例  

 

 

 

 特になし 【以下、人事課】※資料２

に回答を記載 

・不当要求への対応につい

ては研修がされています

か？（中川委員長） 

 

・市民からの意見や要望に

対応することはもちろん必

要ですが、一方で、不当な

要望、苦情については一定

の歯止めが必要であり、ま

たカスタマハラスメントか

ら職員を守ることも必要か

と思います。（生駒委員） 
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条 文 解 説 

（広聴対応） 

第２９条 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対

応するため、必要な措置を講じなければならない。 

 

 

【解説】 

市だけでは解決できない課題が多くなってきているため、市民からの要望・意見等を収集し、的確に捉え、施策・政策に反映していくことが求められます。広聴はそういっ

た役割を果たすものであることから、広聴機能の充実を図ることを定めたものです。 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説

で変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（広報広聴課） 

■要望書や市ホームページの「ご意見・お問い

合わせ」等で意見・要望等を受け付け、担当課

を通じて対応可能なものは対応し、対応できな

いものや市の所管外のものはその理由を回答

しており、年に 1 回広報紙で件数や主な意見の

公表を行っている。 

また、市長と市民が気軽に意見交換を行うティ

ーミーティングをコロナ禍の令和 2・3 年度を

除き毎年開催しているほか、各課において事業

の説明会やワークショップ等を開催し、市民の

意見を聴く機会を確保している。 

 

（総務課） 

■法令遵守委員会の開催 

要望等の記録その他要望等への対応の状況

について調査し、必要な意見を述べるため、以

下のとおり法令遵守委員会を開催した。また、

調査の結果及び制度運用に対する意見をまと

めた報告書を毎年作成している。 

H24：6 回 H25：5 回 H26：4 回 

H27：6 回 H28：7 回 H29：7 回 

H30：5 回 R1：5 回 R2：9 回 R3：3 回 

R4：6 回 

 

（広報広聴課） 

・同様の質問や意見が多い

時は、市ホームページの

「FAQ（よくある質問）」に

ジャンルごとにまとめて掲

載しているが、定期的なメ

ンテナンスが必要である。 

 

 １ 市民からの苦情等の情報を

集約し、全庁的な業務改善に繋

げる仕組みを構築することが

必要と考えます。 

 

 

 

（広報広聴課） 

１ 複数の課にまたがるようなご意

見・ご要望はとりまとめて対応・回答

している。また、令和 2 年度にホー

ムページをリニューアルし、同様の質

問や意見が多いものについて、市ホー

ムページの「FAQ（よくある質問）」

にジャンルごとにまとめて掲載した。 

特になし 【条文・解説に対する意見】 

・条文に「市民の苦情、要望、

提言、意見等に対応するため」

とありますが、「苦情」が並びの

先頭になっている点が気になり

ます。あえて先頭に置いている

のでしょうか。（平阪委員） 
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条 文 解 説 

（財政運営の基本方針） 

第３０条 市長は、総合計画を実現するための財政計

画を定め、行政評価を踏まえて、財源を効果的かつ

効率的に活用し、自主的かつ健全な財政運営を行わ

なければならない。 

 

【解説】 

市の財政は、市民の税金等によって支えられていることを踏まえた財政運営の基本事項として、一定の期間中に達成すべき目標を設定し、実現のための手法を体系化した総合

計画やそれを実現するための財政計画を定めます。更にこれらの計画に基づく事業の成果等の目標到達度を明らかにし、次の計画や予算、その実施に反映させる行政評価に基

づいて、財源を効果的かつ効率的に活用できるように、自主的かつ健全な財政を確立することが必要であることを定めています。 

 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（財政課） 

■厳しい財政の現状に即した中期財政計画を

策定・公表するとともに、健全な財政運営に努

めた。 

 

（財政課） 

■歳入・歳出の資金需要を的確に把握するとと

もに基金残高を活用し、一時借入金をゼロに抑

えた。■歳入・歳出の資金需要を的確に把握す

るとともに基金残高を活用し、一時借入金をゼ

ロに抑えた。 

 

（財政課） 

■市債の借入については、元利償還金が普通交

付税で措置される率の高い優良起債を活用す

るとともに、各基金についても、財源として効

果的・効率的に活用した。 

 

 

（財政課） 

■税収が伸び悩む中、社会

保障関係費が増高してお

り、今後の財政運営を健全

に行っていくために、大幅

な事務事業の見直し等を進

める。 

 １ 中期財政計画には、本来、

楽観的予測に基づく値と悲観

的予測に基づく値の双方が必

要だと考えます。 

 

 

（財政課） 

１ 以前は予算に基づく計画となって

おり、決算との乖離があったが、近年

は一定額以上の実質収支が発生して

いることから、決算見込みに基づく楽

観的でも悲観的でもないより現実的

な値を記載できるよう努めています。 

 

特になし  

２  中長期財政計画について

は、一定の策定方針をルール化

するとともに、社会経済環境の

変化等に合わせて見直す場合

はその理由等を明確化する必

要があると考えます。 

 

 

 

（財政課） 

２ 中期財政計画は、国の施策等によ

る影響を大きく受けることから、毎年

の社会情勢の変化に対応すべくロー

リング方式により毎年度策定を行っ

ています。毎年更新されるため、その

時点の最新情報から予測される数値

のみを記載することとしています。ま

た、策定方針のルールは、計画内に「基

本的な考え方」として記載していま

す。 
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条 文 解 説 

（予算編成、執行及び決算） 

第３１条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、

総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行い、最

少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければ

ならない。 

２ 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかにな

るよう予算の執行計画を策定しなければならない。 

３ 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決

算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提

供するものとする。 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

第３０条の財政運営の基本方針の趣旨に基づき、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行うことを定めています。また、地方自治

法第２条第１４項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな

い。」とする「行政運営効率化の原則」の観点から、地域の諸資源（人材、自然、歴史、文化、地域活動など）や、経営資源（人・モノ・カネ・情報）を最大限活用して、予

算を編成し執行することを確認するものです。 

＜第２項＞ 

地方自治法第２２０条第１項「予算の執行及び事故繰越し」、地方自治法施行令第１５０条「予算の執行及び事故繰越し」及び生駒市予算規則に基づき、予算執行を進めるこ

とを原則事項として定めています。 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（予算の執行及び事故繰越し） 

第２２０条  普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従って予算の執行に関する手続を定め、これに従って予算を執行しなければならない。 

【地方自治法施行令】 

（予算の執行及び事故繰越し）  

第１５０条  普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。 

(1) 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。  

(2) 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。 

  ※予算の配当とは、地方公共団体の長が予算執行の担当の各部課に対して行なう執行限度の承認のこと。 

(3) 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従って歳入歳出予算を執行すること。  

２ 前項第３号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 

【生駒市予算規則】 

(予算成立の通知) 

第８条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。 

(予算の執行方針) 

第９条 市長は予算成立後、直ちに予算の執行方針を定め、課長に通知するものとする。 

(予算執行計画) 

第９条の２ 課長は、８条の規定により通知を受けたときは、前条の予算の執行方針に基づき、速かにその所掌事務に係る予算について予算執行計画書(様式第 1 号)を

作成し、主管課長に提出しなければならない。 

２ 主管課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは、課長の意見を聴き予算執行計画を調整し、市長の決定を受けなければならない。 

３ 主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。 

 

＜第３項＞ 

予算の編成過程の情報に加えて、「予算に関する説明書」のほか、より具体的な予算説明資料や「歳入歳出決算に係る主要な施策の成果を説明する書類」の充実などにより、

市民に予算及び決算の内容が分かりやすく理解できるような情報提供に努めるべきことを定めています。 
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主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

■新規・主要事業ヒアリング（平成 26 年度～

令和 4 年度）・アクションプラン策定ヒアリン

グ（令和 5 年度から） 

次年度以降の各事業・施策の方向性を明らかに

するため、「新規・主要事業ヒアリング」を実

施した。なお、令和 5 年度からは、アクション

プラン策定ヒアリングに変更。現在策定を進め

ている第 6 次生駒市総合計画第 2 期基本計画

の施策体系ごとに、次年度以降の事業を検討し

ている。 

 

 

（財政課） 

■予算編成方針の公表 

■予算枠配分導入 

（効果）事業の優先順位をより理解している各

部局へあらかじめ予算枠を配分し、その範囲内

で各部局が予算編成をすることにより、取捨選

択が行いやすくスムーズな予算編成が可能と

なる。 

 

（財政課） 

ホームページに査定状況表、予算の概要、予算

書などを公表 

■広報紙（４月）に新年度の予算と主要な事業

を掲載 

 

（財政課） 

■毎年度、予算執行方針を年度当初に作成し、

職員に周知 

■ホームページに決算書、施策の成果などを公

表 

■広報紙（１１月）に前年度の決算報告を掲載

（病院事業会計及び水道事業会計を含む） 

■H28 決算から、国の統一的な基準による複

式簿記・発生主義会計財務書類の作成を行い公

表している。 

 

 

 

（企画政策課） 

総合計画で掲げる将来都市

像の実現に向けて、より一

層効果的に推進できるよう

効果的な進行管理の手法を

検討し、予算等の経営資源

を適正に配分する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

（財政課） 

・生駒市の財政状況を市民

に平易に理解してもらえる

方法を検討する必要があ

る。 

 １ 全事業を対象とした実施計

画、事業評価等と予算編成が連

動する仕組みが必要であると

考えます。 

（企画政策課） 

１ 総合計画の進行管理を4~5月頃に

行い、検証報告書を 7 月頃に発行し

ており、次年度以降の事業立案や 

予算編成等につなげています。 

 

（財政課） 

１ 予算編成では、事前のアクション

プラン策定ヒアリング(旧新規主要事

業ヒアリング)の結果を踏まえるほ

か、前年度決算の状況などを加味して

査定を行っています。 

 

 

特になし  
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条 文 解 説 

（財産管理） 

第３２条 市長は、市が保有する財産の適

正かつ計画的な管理及び運用に努めると

ともに、市の財産の保有状況についての

情報を求められた場合は、速やかに公開

しなければならない。 

 

【解説】 

市の財産の適正で計画的な管理及び運用並びにその保有状況の情報請求に対する速やかな公開を市長に課しています。市有財産の管理は、地方自治法第１４９条等で財産の適正な管理及

び効率的な運用が定められています。なお、市長は今後財産の管理計画の策定に努めるものとします。 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（担任事務） 

第１４９条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 

(6) 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 
 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（総務課） 

■７月と１１月の年２回、市有財産の状況を公

表 

 

（総務課） 

■公有財産については、台帳によって管理し、

年２回各課から土地及び建物の移動状況の報

告を受け公有財産台帳に反映し、広報紙で公表

している。 

 

 

（財政課） 

■H28 の決算から、国の統一的な基準による

財務書類の補助簿として、所有するすべての固

定資産について、取得価額、耐用年数等のデー

タを網羅的に記載した固定資産台帳を作成し

た。 

 

（行政経営課） 

■市が保有する全ての公共施設について、建物

の状況や利用状況、コスト状況に関する情報を

まとめた施設カルテを作成し、市 HP で公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財政課） 

・整備した固定資産台帳を

毎年度更新していくととも

に、台帳を活用して維持管

理・修繕・更新等を計画的

に行っていく必要がある。 

・財政状況の公表に関する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特になし 【財政課】※資料２に回答

を記載 

・財政状況の公表に関する

条例の規定において公表時

期が(半年ごとでなく)7 月と

11 月になっているのはなぜ

ですか? 緊急性はないと思

いますが、この規定は現在

でも合理的でしょうか?（生

駒委員） 
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条 文 解 説 

（財政状況の公表） 

第３３条 市長は、予算の執行状況並びに

財産、地方債及び一時借入金の現在高その

他財政に関する状況について、所見を付し

て分かりやすく公表しなければならない。 

【解説】 

財政状況の公表は、地方自治法にも規定されていますが、市政運営にとって重要なため、この条例においても規定することとしました。公表に当たっては、市長の見解を付けて市民に分

かりやすく公表する必要性を規定しています。 

また、本市では、「財政状況の公表に関する条例」に基づき、７月と１１月の年２回、広報紙などで歳入歳出予算の執行状況や財産等の財政状況を公表しています。 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（財政状況の公表等）  

第２４３条の３  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年２回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事

項を住民に公表しなければならない。 

【財政状況の公表に関する条例】 

  (趣旨) 

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づき、公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めると

ころによる。 
 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 
関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（財政課） 

■「財政状況の公表に関する条例」に基づき、

７月と１１月の年２回、広報紙で歳入歳出予算

の執行状況や財産等の財政状況を公表  

（病院事業会計及び水道事業会計を含む） 

 

 

（地域医療課） 

■病院事業会計の予算・決算について、ホーム

ページ上に公表している。 

 

 

（下水道課） 

■令和２年度から地方公営企業法を適用し、公

営企業会計へ移行している。下水道事業の予算

書、決算書や経営戦略、経営比較分析表をホー

ムページ上で公表している。 

 

 

（上下水道部総務課） 

■予算、決算のほか経営の健全性、効率性につ

いて経常収支比率等の指標を用いた経営比較

分析表をホームページで公表している。 

 

 

 ・財政状況の公表に関する条例 １ 財政状況の厳しさがもっと

市民に伝わるよう、財政指標

等、財政状況の問題点も含めて

わかりやすく公表する必要が

あると考えます。 

 

 

 

 

（財政課） 

１ 財政状況を分かりやすくかつ広く

市民に知ってもらうため、予算の執行

状況を年２回、当初予算及び決算の概

要をそれぞれ年１回広報紙に掲載し

ています。また、決算報告を広報紙に

掲載するのと合わせて財政指標につ

いても記載しており、その指標が何を

示しているのかについても理解して

いただけるように工夫をした書き方

に努めています。 

 

（下水道課） 

１ 下水道事業では、予算書、決算書

の他に財政上の中長期的な基本計画

である経営戦略や、財政指標を用いた

経営比較分析表をホームページで公

表しています。 

 

特になし  
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条 文 解 説 

（行政評価） 

第３４条 市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決

算、事務内容等について評価を実施する。 

２ 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公

表し、政策及び事務執行に反映するものとする。 

３ 市長は、市民及び専門的知識を有するものによる評

価を行うなど、常に評価方法の改善に努めなければな

らない。 

 

【解説】 

＜第１項＞ 

各種の計画、予算、決算、事務内容などの項目ごとに評価することを定めるものです。行政評価は、事業の成果、仕事の効率性、投入コストに対する効果、成果と目標達成

度などを明らかにするもので、そのためには、「Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実施）・Ｃｈｅｃｋ（評価）・Ａｃｔｉｏｎ（改善・見直し）のマネジメントサイクルを導入するこ

とが必要になります。 

＜第２項＞ 

評価結果を公表することは、透明性の向上と市民のまちづくりへの関心を高めることにもつながり、その評価結果を事業の見直しや予算編成、施策の選択と集中などに反映

させることを定めています。 

＜第３項＞ 

行政評価の中でも、特に市の将来や市民に関係する重要なまちづくりの施策については、市民などによる評価システムを構築することが重要であり、予算制度と連携した行 

政評価システムの確立や市民参画による評価を行い、課題等の適切な把握を行っていきます。また、「生駒市行政改革大綱」に基づく行動計画においては、施策評価及び事務

事業評価を導入します。 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 
取組における 

課題・問題点等 

関連する各条例

の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応（対応していな

い場合はその理由） 

条文・条文解説

で変更が必要と

思われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（企画政策課） 

■総合計画の進行管理（平成 22 年度～） 

 総合計画の適切な進行管理を行うに当たり、第 5 次総

合計画（平成 22 年度から）における基本計画の進捗状況

を検証しており、第 6 次総合計画においても同様に進行

管理を行っている。 

検証は、総合計画審議会において三部会に分かれて、

各部会２～３回の会議を開催し、実施している。 

 進行管理では、学識経験者や一般公募の市民の方々に

参加いただき、市民実感度調査結果や指標の動向等を中

心に総合計画の進捗状況を検証し、今後の取組の方向性

等について意見をいただく。 

 検証結果は、「総合計画進行管理検証報告書」としてホ

ームページなどで公表している。【第 19 条第 3 項再掲】 

 

（人事課） 

■部の主要施策 

市長の施政方針を受け、各部長が、担当分野の仕事に対

して年度当初に今年度に取り組む主要な施策（目標）を

設定し、取組の着実な進捗を図るための進行管理を行い、

年度末に取組の状況・成果を検証し評価を行う。 

目的 

・今年度に各部が取り組む施策や事業やその成果につい

て、市民に明らかにすること 

•職員が部の主要施策について共有し、取り組むべき施策

の方向についてベクトル合わせをすることで、職員が施

策実現に向けて職務に励み、組織としての力を最大限に

引き出すこと 

 

（企画政策課） 

・総合計画の進行管理につ

いては、庁内にも概ね浸透

してきているが、依然とし

て各所属により進行管理に

対する意欲の差がある。 

【第 19 条第 3 項再掲】 

 

 

 

 

・生駒市行政改革

推進委員会条例 

１ 予算制度と連動した行政

評価システムの確立や市民

参画による評価を行い、課題

等の適切な把握を行う必要

があると考えます。 

（企画政策課） 

１ 総合計画の進行管理を 4~5 月

頃に行い、検証報告書を 7 月頃に

発行しており、次年度以降の事業

立案や予算編成等につなげていま

す。また、総合計画審議会は、3

人の公募市民を迎えており、適宜

ご意見をいただいています。 

 

特になし 再掲（20 条の説明責任に関する条文

で記載） 

【企画政策課】 

・HP には「部の主要施策」（毎年、

市長の施政方針を受けて各部長は年

度当初にその年度に取り組む主要な

施策（目標）を設定し、年度末には

取組の成果を確認し、評価を行いま

す）とあります。年度初めの目標文

書は掲載されているのですが、年度

末の「部の主要施策取組状況報告書」

が不掲載です。条文の趣旨からいえ

ば、載せるべきと考えますがいかが

ですか？（相川委員） 

 

再掲（20 条の説明責任に関する条文

で記載） 

【行政経営課→R6.4から企画政策課

に変更】※資料２に回答を記載 

・行政経営課の方でも、施策評価は

行っておられるようですが、取組状

況に記載されていないのはなぜでし

ょう？（相川委員） 

 

【企画政策課】 

・解説文第 3 項にある「市民などに

よる評価システムの構築」は、いま

どこまで進んでいますか？（相川委

員） 
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条 文 解 説 

（外部監査） 

第３５条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保する

ため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を

実施する。 

【解説】 

市には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査するための執行機関として監査委員が置かれていますが、都道府県、政令市、中核市には、外部の専門

家が監査を行う外部監査制度が導入されています。この制度は、従来の監査委員制度に加えて、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度で、地方公

共団体に属さない者が地方公共団体と契約を結んで監査を行うことによって独立性を強化し、一定の資格等を有する専門家に限って契約できることとすることによって専門

性を強化することとされたものです。本市は、この地方自治法上の実施対象ではありませんが、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施するとしており、この

条例施行後にその内容を検討することになります。 

 

 

 

主な取組状況（進捗状況や成果） 取組における 

課題・問題点等 関連する各条例の運用状況 

前回の見直し時の 

推進委員会での意見 

意見に対する対応 

（対応していない場合はその理由） 

条文・条文解説で

変更が必要と思

われる箇所 

市民自治推進委員ご意見・ 

ヒアリング希望部署 

（監査委員事務局） 

平成２９年の地方自治法の改正により、政令で

定める市（指定都市及び中核市）以外の市又は

町村については、包括的外部監査の頻度を会計

年度単位で条例で定めることができることと

なった。改正前の制度では、自主的に包括的外

部監査契約に基づく監査を受けることを条例

で定めた場合、毎会計年度、契約しなければな

らないこととされていた。しかし、今回の改正

による実施頻度の緩和により、包括的外部監査

を導入しやすい状況となったものの、併せて監

査基準の策定や監査専門委員の設置が可能と

なるなど、監査委員制度の充実・強化が図られ

たことにより、総合的に検討する必要があり、

情報収集を行っているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査委員事務局） 

・外部監査制度の検討に当

たっては、監査委員が行う

監査との整合や効果的な実

施方法を検討する必要があ

る。また、包括的外部監査

の委託料は任意導入市で平

均 700 万円～800 万円と言

われ、予算面からも検討が

必要である。なお、令和 4

年度に包括的外部監査を任

意実施した市は全国で 2 団

体であった(全国都市監査委

員会調べ) 

   特になし 【条文・解説に対する意見】 

・黄線部分の解説文を改め

る必要があります。（中川委

員長） 

 

 


